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電気通信サービスの契約数の推移
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(万契約） 16,209
（移動電話）

固定系ブロードバンド

IP電話

メタル電話と移動電話が
逆転（2000年11月）

メタル電話と固定系ブロード
バンドが逆転（2012年9月）

（ＦＴＴＨ、ＤＳＬ、ＣＡＴＶインターネット、ＦＷＡ)

（加入電話、ＩＳＤＮ電話、直収電話、
ＣＡＴＶ電話（アナログ電話）)

※ 電気通信事業報告規則に基づく報告値をもとに作成。

※ 2013年度以降は、グループ内取引調整後の契約数。（ただし、2015年度以降においては、携帯電話サービス同士の事業者間のグループ内取引がなくなったことにより、
携帯電話の契約数については、単純合算とグループ内取引調整後の数値が同数となっている。）

8,737
（ＬＴＥ）

2,508
（メタル電話）

○ メタル電話の契約数は、2012年９月に固定系ブロードバンド、2013年９月にIP電話の契約数と逆転。ピーク時（6,322万件

(1997年１１月)）の約4割に減少（2,298万件(2016年3月末)）。他方、ＩＰ電話の契約数は拡大傾向（3,846万件(2016年3月末)）。

3,781
（固定系ブロードバンド）

移動電話（携帯、ＰＨＳ、ＢＷＡ）※

3,846
（ＩＰ電話）

メタル電話

３.９世代携帯電話
（ＬＴＥ）

（０ＡＢ～ＪＩＰ電話、
０５０ＩＰ電話)

メタル電話とＩＰ電話
が逆転（2013年9月）
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固定電話の契約数の推移

○ 固定電話の契約数の内訳を見ると、加入電話※の契約数は減少傾向

（→ピーク時から約4,000万減少。1997年11月：6,322万→2016年3月：2,250万）

他方、０ＡＢ～ＪＩＰ電話の契約数は増加傾向 （→最近6年で倍増。2010年３月：1,453万→2016年3月：3,075万）

※ メタル電話： メタル回線をアクセス回線としＰＳＴＮを中継網とする電話
- 加入電話： メタル電話のうち、ＮＴＴ東西が提供するもの
- ＣＡＴＶ電話： メタル電話のうち、ＣＡＴＶ事業者が提供するもの
- 直収電話： メタル電話のうち、ＮＴＴ東西・ＣＡＴＶ事業者以外が提供するもの

2013年度末
に逆転

加入電話

０ＡＢ～ＪＩＰ電話

直収電話

ＣＡＴＶ電話

固定電話全体

（万件）

（年度末）

（ＩＳＤＮ電話を含む）

※ ＩＳＤＮ電話を含む。

（総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表」のデータを基に作成）

（番号数）
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契約数
（括弧内はISDN電話

の内数）

（年度）

ＮＴＴ東日本・西日本のメタル電話（加入電話・ＩＳＤＮ電話）の契約数の推移

○ ＮＴＴ東日本・西日本は、メタル回線とＰＳＴＮを組み合わせ、国民・企業の社会経済活動に不可欠な基盤としての
メタル電話（加入電話、ＩＳＤＮ電話）を全国あまねく提供してきた。

○ 他方、ＮＴＴ東日本・西日本の加入電話・ＩＳＤＮ電話の契約数は、約１０年間で約３,６００万件の減少（約６割減少）。
毎年度の契約数の減少数は、２００７年度（４４３万件）をピークに縮小傾向。
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○ ＮＴＴ東日本・西日本のひかり電話の番号数は増加傾向であり、2015年度末で1,726万件（全事業者の０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電
話の番号数は3,075万件）。

○ 他方、ひかり電話の契約数の毎年度の番号数は、２００７年度（247万件）をピークに鈍化傾向。

全事業者の
0AB～J IP電話の

番号数



固定系ブロードバンドの契約数の推移

○ 固定系ブロードバンドの契約数は拡大傾向（3,781万件(2016年3月)）。このうちＦＴＴＨの契約数（2,787万件(2016年3月)）が占める

割合は約７４％であり拡大傾向。他方、ＤＳＬの契約数（320万件(2016年3月)）が占める割合は約8.5％であり減少傾向。
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固定系超高速ブロードバンド全体
（FTTH、下り30Mbps以上のCATVの合計）
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※ 電気通信事業報告規則に基づく報告値をもとに作成。



固定電話・移動電話・固定系ブロードバンドの保有状況

＜世帯保有状況（主年齢別）＞

※１ 「移動電話」は、携帯電話・PHS利用世帯の割合。
※２ 「固定系ブロードバンド」は、過去１年間に自宅でパソコン等からインターネットを利用したことがある世帯に占めるDSL、FTTH、CATV、FWA利用世帯の割合。
※３ 「固定系超高速ブロードバンド」は、過去１年間に自宅でパソコン等からインターネットを利用したことがある世帯に占めるFTTH利用世帯の割合。

○ 世帯保有率では、固定電話は減少傾向であり、2015年度末で約76％ 。

○ 固定系サービスは、若年層の保有率が相対的に低い傾向であり、特に固定電話は、２０代の世帯保有率が約１1％
でその傾向が顕著。他方で、60代以上の世帯保有率は９０％超と高い状況。

＜世帯保有状況（年度別）＞

（出典）平成27年通信利用動向調査
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音声トラヒックの推移

○ 音声トラヒックは、全体として通信回数・通信時間ともに減少傾向となっている。

メタル電話

携帯・PHS

ＩＰ電話

ＩＰ電話

全通信事業者の通信時間（発信）
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※１ 電気通信事業報告規則に基づく報告値をもとに作成。
※２ 本頁の「メタル電話」には、加入電話、IＳＤＮ電話、直収電話、ＣＡＴＶ電話（アナログ）及び公衆電話が含まれる。また、「ＩＰ電話」には、0AB～JIP電話及び050IP電話が含まれる。



NTT東西

約86%

＜参考：アクセス回線数シェア＞

全回線 メタル回線 光ファイバ回線

NTT東西

約71%

NTT東西

約56%

・ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ
・KDDI 等

［DSL］

NTT東西

約33%

・ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ
等NTT東西

約69%

［FTTH］

NTT東西

約99.9%
NTT東西

約86%
NTT東西

約77%NTT東西

約99.8%
NTT東西

約７８%
NTT東西

約78%

・その他

［固定電話］
（メタル電話＋
0AB～JIP電話）

［0AB～J IP電話］

・ｹｲ・ｵﾌﾟﾃｨｺﾑ
・KDDI
・ｱﾙﾃﾘｱ･ﾈｯﾄ
ﾜｰｸｽ等

固定電話・固定系ブロードバンドのNTT東日本・西日本の契約数等シェア 10

固定電話 固定系ブロードバンド

（2016年3月） （2016年3月）

＜契約数シェア＞ ＜契約数シェア＞

（2016年3月）

［メタル電話］

※ 電気通信事業報告規則に基づく報告値をもとに作成。

NTT東西

約90%

・ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 等
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ＦＴＴＨ市場におけるＮＴＴ東日本・西日本の契約数シェアの推移 11

○ FTTHサービスの契約数は、近年、伸び率が鈍化しているものの、増加傾向。

○ NTT東日本・西日本の契約数は、依然として７割程度のシェア。

（万件）

※ ＫＤＤＩのシェアには、沖縄セルラー(2007年度末以降)、ＪＣＮ(2007年度末以降)、ＣＴＣ(2008年度末以降)、ＯＴＮｅｔ（2009年度以降）及びＪ：ＣＯＭグループ（2013年度以降）が含まれる。

※ 電力系事業者のシェアには、北海道総合通信網（2010年度まで）、東北インテリジェント通信（2009年度まで）、ケイ・オプティコム、九州通信ネットワーク、北陸通信ネットワーク、ＳＴＮｅｔ、エネルギア・
コミュニケーションズ、ファミリーネット・ジャパン及びケイオプティ・サイバーポート（2010年度まで）が含まれる。

NTT東西
607

(69.1%)

NTT東西
877

(72.2%)

NTT東西
1,113

(74.1%)

NTT東西
1,325

(74.4%)

NTT東西
1,505

(74.5%)

NTT東西
1,656

(74.3%)

NTT東西
1,730

(72.5%)

NTT東西
1,805
(71.3%)

NTT東西
1,871

(70.3%)

NTT東西
1,925
(69.1%)



主なメタル電話サービスの基本料

○ NTT東日本・西日本の加入電話の基本料は、住宅用1,700円、事務用2,500円（いずれも３級局の場合）。

○ 他社の直収電話の基本料（住宅用）は1,300～1,500円程度であり、いずれもNTT東日本・西日本よりも低い水準。

○ なお、ＫＤＤＩの「メタルプラス」は、2013年6月に新規受付停止し、2016年6月30日をもってサービスを終了※1。ジュピターテレ
コムの「J:COM PHONE」は、2009年1月に新規受付停止し、2017年8月31日までにサービスを終了※2することを発表。
※1 契約者は、KDDIのサービス「auひかり電話」「ホームプラス電話」「ケーブルプラス電話」や他事業者のサービスへ移行。
※2 契約者は、KDDIのサービス「J:COM PHONEプラス」等への移行が想定される。

※１ 各社HPの情報を基に作成（2017年6月１日現在）。金額は全て税抜。
※２ 級局は、NTT局舎に収容される加入者回線数により、３級：大規模局（40万契約以上）、２級：中規模局（40万～5万契約）、１級：小規模局（5万契約以下）に分かれる。
※３ 括弧内はプッシュ回線用の場合の料金。
※４ ジュピターテレコムは、自己設置の同軸ケーブル（メタル）を利用してメタル電話サービスを提供している。

ＮＴＴ東西
ソフトバンク
（おとくライン）

ジュピター
テレコム

（J:COM PHONE）加入電話
加入電話

ライトプラン

ISDN

INSﾈｯﾄ64 INSﾈｯﾄ64
ライト

施設設置負担金 36,000円 ー 36,000円
(加入電話利用者は無料)

ー ー ー

月
額
基
本
料

住
宅
用

3級局 1,700円 1,950円

2,780円
（２ch）

3,030円
（２ch）

1,500円

1,330円2級局
1,550円

（1,600円）
1,800円

（1,850円）
1,350円

1級局
1450円

（1,600円）
1,700円

（1,850円）

事
務
用

3級局 2,500円 2,750円

3,530円
（２ch）

3,780円
（２ch）

2,350円

1,950円2級局
2,350円

（2,400円）
2,600円

（2,650円）
2,200円

1級局
2,300円

（2,400円）
2,550円

（2,650円）
2,050円
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主なFTTHサービスの基本料 13

○ 主なFTTHサービス※の基本料は下表のとおり。

※ 各社の個人・戸建て向けの一般的なサービス（長期契約による料金割引については反映）を抽出。

主な提供事業者 サービス名 月額基本料金（例）※2

ＮＴＴ東日本 フレッツ光ネクスト
（ファミリー・ギガラインタイプ にねん割、ギガ推し！割引適用の場合）

5,200円～
（4,700円＋プロバイダ料金(500円～)）

ＮＴＴ西日本 フレッツ光ネクスト
（ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 Web光もっと２割適用の場合）

4,310円～
（3,810円＋プロバイダ料金（500円～））

ＫＤＤＩ
auひかり

（ホーム ずっとギガ得プラン適用、au one netで口座振替・
クレジットカード割引の場合）

5,100円

ケイ・オプティコム eo光ネット
（ホームタイプ １ギガコース 新スーパースタート割適用の場合）

2,953円

九州通信ネットワーク BBIQ光インターネット
（ギガコース・つづけて割ビッグ（５年契約）の場合）

4,700円

ＳＴNet
ピカラ光ねっと

（ホームタイプ ずっトク割ステップコース５（５年契約）
適用の場合）

4,500円

エネルギア・
コミュニケーションズ

メガ・エッグ光ネット
（ギガ王 ３年契約プラン ファミリーコース

新規加入割引、更新割引適用の場合）

4,000円

ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク ひかりdeネット
（ギガ速スタート割引、新約束割引ダブル、新セット割引適用の場合）

5,300円

※１ 各社HPの情報を基に作成（2017年6月１日現在）。金額は全て税抜。
※２ 特に記載がない限り、戸建て向け・ISP一体・長期契約割引適用の場合における利用開始１年目の月額料金。ただし、モバイル等他サービスへの加入を条件とする割引、学割

等の特定の属性のユーザのみを対象とする割引、ポイント付与による実質負担額の割引等は含まない。



主な（ブロードバンド加入を前提とした） 0AB～J IP電話サービスの基本料

販売方法 主な提供事業者 月額基本料金（例） 備考

ブロードバンドの
オプションサービス

※２

ＮＴＴ東日本・西日本 ５００円
フレッツ光又は光コラボレーション事業者が提供する光アクセ
スサービスへの加入が必須

ソフトバンク ４６７円
ソフトバンク光又は
Yahoo!BB光withフレッツ/フレッツコースへの加入が必須

ＫＤＤＩ ５００円 ａｕひかりネットサービスへの加入が必須

ケイ・オプティコム ２８６円※３ ｅｏ光ネットへの加入が必須

九州通信ネットワーク ５００円 ＢＢＩＱ光インターネットへの加入が必須

ＳＴNet ５００円※４ ピカラ光ねっとへの加入が必須

エネルギア・
コミュニケーションズ

５００円※５ メガ・エッグ光ネットへの加入が必須

ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク ５００円 ひかりdeネット等への加入が必須

○ ０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話は、ブロードバンドの加入を前提としたオプションサービスとして提供されることが多いが、その場

合の基本料は５００円程度（これとは別にＦＴＴＨの基本料金が発生）。

14

※１ 各社HPの情報を基に作成（2017年6月１日現在）。金額は全て税抜。
※２ その他、ケーブルテレビ電話（0AB～J IP電話）については、ブロードバンドに加入しなくても、単体で申込が可能で、ソフトバンク、KDDI、ジュピターテレコムが月額基本料金1,300円

程度で提供している。
※３ 光電話アダプタレンタル料
※４ 番号利用料及び光電話アダプタレンタル料の合計
※５ 光電話ルータ(無線の場合)のレンタル料



主な固定電話サービスの通話料

○ 通話料は、距離区分（区域内・区域外等）及び着信先（メタル電話・ＩＰ電話・携帯電話等）に応じて設定。

○ ただし、0AB～JIP電話発の通話（固定電話着信）では、国内の距離区分は設けられておらず、通話料は一律。

※総務省「電気通信分野における競争状況の評価2014」を参考に作成
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おとくライン メタルプラス J:COM PHONE

プラス

ひかり電話 auひかり

電話サービス

BBフォン光 ホワイト光電話

NTT東日本 ソフトバンク

テレコム

KDDI J:COM NTT東日本 KDDI ソフトバンクテレコム

加入電話 新型直収電話 CATV電話 IP電話（0ABJ-IP電話）

円/3分
（住宅用料金）

区域内 区域外（県間） IP電話への通話 携帯（NTTドコモ）への通話

加入電話

（ＮＴＴ東西）

直収電話

（ソフトバンク）

おとくライン

直収電話

（ＫＤＤＩ）

メタルプラス
※2016年6月末で終了

ＣＡＴＶ電話

（Ｊ：ＣＯＭ）

J:COM PHONE
プラス

０ＡＢ～ＪＩＰ電話

（ＮＴＴ東日本）

ひかり電話

０ＡＢ～ＪＩＰ電話

（ＫＤＤＩ）

ａuひかり
電話サービス

０ＡＢ～ＪＩＰ電話

（ソフトバンク）

ＢＢフォン光

０ＡＢ～ＪＩＰ電話

（ソフトバンク）

ホワイト光電話

※１ 各社HPの情報を基に作成（2017年6月１日現在）。金額は全て税抜。
※２ ０５０番号のＩＰ電話への通話の場合の料金
※３ 中継事業者にNTT東日本を選択した場合の料金

※３

15

※２



メタル電話の通話料（距離別）

区域内
（市内）

区域外

隣接～
20km

20km～
30km

30km～
60km

60km～
100km

100km～

NTT
（NTT東西/NTTコミュニケーションズ）

県内 8.5 20 30 40

県間 20 30 40 60 80

NTTコミュニケー
ションズ

プラチナライン
県内 7.5※２

県間 14.5※２

KDDI

マイライン
県内 8.5 20 30 40

県間 20 30 40 60 80

メタルプラス
（直収電話）

県内 8※３

県間 15※３

ソフトバンク

マイライン
県内 8.5 20 30 40

県間 20 30 40 60 80

おとくライン
（直収電話）

県内 8.5 20 30 40

県間 20 30 40 60 80

一律 7.9 14.9
楽天コミュニケー
ションズ

マイライン 一律 20

○ ＮＴＴ東日本・西日本の加入電話発（メタル電話着信）の通話料は、区域内8.5円（3分）、区域外は距離に応じて20円～80円（3分）

と距離別の料金体系となっている。

○ 競争事業者が提供する直収電話等では、距離を問わない一律料金や、県内・県外の区分のみの料金なども設定。

○ 注記がない限り、平日昼間・３分
○ 発信・着信ともにメタル電話

※１ 各社HPの情報を基に作成（2017年6月１日現在）。金額は全て税抜。
※2 NTTコミュニケーションズの料金は２分当たりの単位設定
※3 「メタルプラス電話」の料金は平成25年6月30日にサービス提供終了した時点直前に設定されていた料金

16



固定電話網のＩＰ網への
移行工程・スケジュール

17



18第28回委員会 資料28-2 （NTT提出資料）抜粋メタルIP電話の料金・提供条件（基本料）
IP網への移行後も、既存のメタルケーブルを継続利用する考えであり、市場環境が著しく変化しな
い限り、メタルIP電話の基本料は、現在の加入電話・INSネットの基本料と同額とする考え。
（級局別／事住別の料金体系は維持）

固定電話

事務用 住宅用

加入電話※

3級局 2,500円 1,700円

2級局 2,350円 1,550円

1級局 2,300円 1,450円

INSネット64 3,530円 2,780円

メタルIP電話

事務用 住宅用

加入電話相当

3級局

現状と同額
2級局

1級局

INSネット64相当

現状 IP網への移行後

※ダイヤル回線用の場合

（月額） （月額）



19第28回委員会 資料28-2 （NTT提出資料）抜粋メタルIP電話の料金・提供条件（通話料）
メタルIP電話の通話料は、距離に依存しないIP網の特性＊を活かし、全国一律3分8.5円とする
考え。
国際通話は、ひかり電話と同様に当社が提供予定。（国内通話を含め、「00XY」をダイヤルする
事業者選択は引き続き可能）

通話料

全国一律
8.5円/3分

国際通話 提供していない 提供
（料金は検討中）

距離段階 通話料※

＜ ＞は3分間通話した場合の料金

区域内 8.5円/3分＜8.5円＞

隣接・～20kmまで 10円/90秒＜20円＞

20kmを超え60kmまで 10円/60秒＜30円＞

60km超え 10円/45秒＜40円＞

県間通話 提供していない

現状 IP網への移行後

※昼間の場合

＊交換機よりも安価なIPルータ等で構成。距離にほとんど依存しないフラットなネットワーク構成。



メタルIP電話への契約移行に係る契約約款の構成（案）

メタルIP電話への契約移行に係る契約約款の構成としては、「A案：契約約款の廃止・新設」
と「B案：現行契約約款の変更」の２案を検討中。
２案ともに、現行約款附則の移行規定も含めれば規定内容に大きな差はないと考えられるが、
より円滑なお客様の契約移行の観点や第32回電話網移行円滑化委員会におけるご意見等
を踏まえ、「B案：現行契約約款の変更」を軸に検討を進める考え。

Ａ案：契約約款の廃止・新設 Ｂ案：現行契約約款の変更

現行契約約款
（加入電話・INS）

メタルIP電話に係る契約約款
（新規）

本則

廃止

附則

・メタルIP電話への移行規定
・経過措置を規定

本則

メタルIP電話の
契約条件を規定

附則

・現行約款からの移行規定
・経過措置を規定

本則

メタルIP電話の
契約条件を規定

附則

（・契約の移行規定はなし）
・経過措置を規定

終了するサービス等に
係る規定を廃止（削除）

現行契約約款
（加入電話・INS）

20第33回委員会 資料33-4 （NTT提出資料）抜粋



21第28回委員会 資料28-2 （NTT提出資料）抜粋

（参考）メタルIP電話への移行前にお客様へ書面でお知らせする主な内容
① IP網への移行に伴って現在の加入電話・INSネットは契約終了となり、お客様から特段のお申し出がない場

合は、メタルIP電話の契約をお申し込みいただいたものとして取扱い（契約を自動移行）させていただくこと。
■加入電話・INSネット契約終了期日
■契約手続きに関する内容

お客様から特段のお申し出がない場合は、メタルIP電話の契約に自動移行。
移行を望まない場合は、当社へお申し出が必要。

② メタルIP電話のサービス内容
■料金・提供条件 （基本料：現在と同額、通話料：全国一律 8.5円/3分 等）
■お客様宅での工事は不要で、電話機等の端末はそのままご利用可能であること。
■一部の付加サービスについては提供終了となること。

③ メタルIP電話への契約移行に伴うマイラインの取扱い
■加入電話・INSネットの契約終了に伴いマイラインは提供終了※され、メタルIP電話においては、「（通話サービス卸を利

用した）各社の通話サービス」又は「NTT東西の通話サービス」が申込みにより選択可能になること。

④ 悪質販売勧誘等による消費者被害の防止
■IP網移行に便乗して、必要のない端末の購入・設置等の強引な契約を迫る悪質な販売勧誘にご注意いただきたいこと。

⑤ お客様からの問い合わせ先
※ 現在電話網移行円滑化委員会で議論中であるが、当社の考え方を前提とした。



22第28回委員会 資料28-2 （NTT提出資料）抜粋

中
継
／
信
号
交
換
機
／
Ｏ
Ｐ
Ｓ
維
持
限
界

サービス終了の理解醸成

IP網への移行に便乗した消費者被害の発生防止

サービス移行に向けたお客様対応について

秋頃
サービス終了時期
の確定・公表

4月
メタルIP電話の
料金・提供条件
(予定)の公表

・メタルIP電話への契約移行
・終了サービスの提供終了

2024年
初頭

2025年
初頭

2017年

終了
サービスの
対応

継続
サービスの
対応

2022年頃

加入電話・INSネットユーザに対して、契約移行の2年程度前（2022年頃）に、メタルIP電話への契約移行に
係る手続・提供条件等についてお知らせを複数回実施。
終了サービスのスケジュール確定・公表（2017年秋頃）以降、全てのお客様を対象に終了時期・代替案等につ
いてお知らせを複数回実施。
今後も引き続き、IP網への移行に便乗した消費者被害の発生防止に向けて、お客様に特に注意していただきたい
点等について、お客様に分かりやすくお伝えしていく考え。

メタルIP電話への契約移行に
関するお知らせ

・ IP網移行に関するお知らせ、消費者被害防止
のための注意喚起
ｰ メタルIP電話の料金(予定)や、移行時に宅内工事

や端末取替が不要なこと等をお知らせ (DM・請求
書同封等[2～3回])

ｰ 問合せコールセンタ・ポータルサイトの設置 (利用形
態や端末に応じた情報提供)

・ メタルIP電話への契約移行(移行手続、
料金・提供条件)等に係るお知らせの徹底
ｰ 移行前の書面によるお知らせ(7頁)の徹底

(DM等[2～3回]）
ｰ マイライン事業者協議会によるお知らせ(8頁)

(DM等[2～3回])
ｰ マスメディアの活用

終了サービスのお知らせ、代替案への移行促進

メタルIP電話の
料金等の確定、

契約移行案内の開始
IP網移行に関する理解の醸成

・ 全てのお客様へのお知らせ（終了時期・代替案の提案）、消費者被害防止のための注意喚起

ｰ 利用中のサービスが提供終了することや、終了時期・
代替案等をお知らせ (DM・請求書同封等[2～3回])

ｰ 問合せコールセンタ・ポータルサイトの設置 (利用形態
や端末に応じた情報提供)

ｰ 当社担当者からの終了サービス説明、
利用用途に応じた代替案の提案

法
人
ユ
ー
ザ

全
ユ
ー
ザ

・ 利用実態ヒアリング等
による代替案の明確化

・ 補完策の検証実施
・ 業界団体等と連携した
セミナー実施

・ 消費者被害防止のための
注意喚起(請求書同封)

・ 国民生活センター等との
連携

終了影響の把握



23第32回委員会 資料32-4 （NTT提出資料）抜粋
（第28回委員会 資料28-3 （「PSTNマイグレーションに係る意識合わせの場」事務局資料）を更新したもの）

PSTNからIP網への移行スケジュールの検討状況

事業者
合意案

2017年 2021年初頭

詳細仕様
検討

・標準化

１年程度

POIビル
環境を

構築開発・
検証

2～3年程度

2024年初頭

「固定電話」発の通話を
順次ＩＰ網経由へ移行

工程① 工程② 工程③

「ひかり電話」発 他事業者着のIP接続

「固定電話」発の
切替開始IP接続開始

他事業者発 「ひかり電話」着のIP接続 および 他事業者間のIP接続

2025年初頭
切替完了

予め加入者交換機を
IP網に接続（2年程度）

他事業者発 「固定電話」着のIP接続
（2年程度）

※サービス呼における着信事業者

関係する事業者※
の着信側準備完了

中
継
／
信
号
交
換
機
／

Ｏ
Ｐ
Ｓ
維
持
限
界

（参考）
NTT説明

2017.4.6
第28回電話網移行
円滑化委員会

「固定電話」発の
切替開始IP接続開始 関係する事業者※

の着信側準備完了

全てのサービス事業者
と着信事業者との
IP-POI確立完了

2024年初頭2023年初頭

②－Ⅰ ②－Ⅱ ②－Ⅲ

2025年初頭

切替完了

工程① POIビル環
境を構築

工程② 準備のできた事業者よりつなぐ機能を利用した接続を開始 工程③ NTT東西メタルIP
電話と各事業者網のIP相互接続各事業者発ーNTT東西固定電話着の接続を開始

2017年 2021年初頭 2023年半ば

詳細仕様
検討

・標準化

POIビル
環境を

構築
開
発
・
検
証

サービス提供事業
者－着信事業者
間をIP-POI経由に
切替

発信事業者－
サービス提供事業
者間をIP-POI経
由に切替

予め加入者交換機を
IP網に接続（2年程度）

「固定電話」発の通話を
順次ＩＰ網経由へ移行「ひかり電話」発 他事業者着のIP接続

他事業者発 「ひかり電話」着のIP接続 および 他事業者間のIP接続

中
継
／
信
号
交
換
機
／

Ｏ
Ｐ
Ｓ
維
持
限
界

▲SAP（加入者交換機から
サービス提供事業者への問
合せ等を行う機能）提供
終了
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ひかり電話

中継
ルータ

PSTN接続

PSTN IP網

加入者
交換機

収容
ルータ

相互接続
ルータ信号

交換機

相互接続
交換機

IP接続
（東京・大阪）

変換
装置

SIP
サーバ

変換
装置

中継
交換機

ひかり電話

中継
ルータ

PSTN接続

PSTN IP網

加入者
交換機

収容
ルータ

相互接続
ルータ信号

交換機

相互接続
交換機

IP接続
（東京・大阪）

変換
装置

SIP
サーバ

中継
交換機

他事業者

Ⅱ．予め加入者交換機をIP網に接続Ⅰ．ひかり電話のIP接続を開始

Ⅲ．他事業者 発 「固定電話」 着のIP接続

ひかり電話

中継
ルータ

PSTN接続

PSTN IP網

加入者
交換機

収容
ルータ

相互接続
ルータ信号

交換機

相互接続
交換機

IP接続
（東京・大阪）

変換
装置

SIP
サーバ

変換
装置

中継
交換機

他事業者

Ⅳ．「固定電話」 発の通話をIP網経由へ移行

ひかり電話

中継
ルータ

PSTN接続

PSTN IP網

メタル
収容装置

収容
ルータ

相互接続
ルータ信号

交換機

相互接続
交換機

IP接続
（東京・大阪）

変換
装置

SIP
サーバ

変換
装置

中継
交換機

他事業者

「固定電話」「固定電話」

「固定電話」 メタルIP電話

・NTT東西において、変換装置を設置し、各加入者交換機との間で結線・各事業者で、POIビルにIP-POIを開設
・ひかり電話発着信、及び他事業者間の発着信について、順次IP接続にルート切替

・他事業者発信、「固定電話」着信について、順次IP接続にルート切替 ・加入者交換機毎に、順次、「固定電話」の発信をIP網へルート切替

他事業者

赤文字・矢印は各工程での実施内容



ＩＰ網への移行に向けた
電気通信番号の管理の在り方
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「双方向番号ポータビリティ」の実効性・継続性の確保

番号資源の公平かつ効率的な
利用の確保

（指定した番号の未利用等への対応）

番号の移転に係る適正な
管理の確保

（番号の指定事業者と利用事業者が
異なる場合への対応）

● 番ポで移転した番号の適正な管理

「双方向番ポ」による番号の移転により、指定事業
者と利用事業者（番ポ先）が異なる場合が一般化して
いくことに対応した、適正な番号管理の確保が必要

● 卸役務で移転した番号の
適正な管理

卸電気通信役務による番号の移
転により、番号の指定事業者（卸元）

と利用事業者（卸先）が異なる場合が
一般化していくことに対応した、適
正な番号管理の確保が必要

● 事業者における番号管理の柔軟化

将来も含めた番号の未利用等の課題に対応するため、
事業者における現在の番号管理の単位(例：０ＡＢ０番号の場

合は１０００番号単位) をシステムのIP化対応に伴い細分化す
るなど、番号資源の効率的かつ柔軟な利用に資する取組
について検討が必要

●「発番管理」※1と「番号解決」※2の実施

「双方向番ポ」の実現のためには、その対象となる電気
通信番号の「発番管理」と「番号解決」の実効性・継続性
の確保が必要

● 番号資源の公平かつ効率的な利用

将来も含めた未利用番号等の課題に対応す
るため、指定した番号の廃止を事業者による自
主的な届出に委ねている現行制度を見直すな
ど、指定した番号の公平かつ効率的な利用の
確保が必要

＜電気通信番号に関する喫緊の課題＞

二次答申に向けた電気通信番号に関する検討課題

一次答申においてフォローアップが必要とされた主な個別検討課題 ＜第28回電話網移行円滑化委員会（2017年4月6日）事務局資料の抜粋＞

○ 電気通信番号の適正な利用の確保

・ 「双方向番号ポータビリティ」の導入に伴う番号管理や着信課金番号など0AB0番号に関する課題をはじめ、番号資源の有効
かつ適正な利用に向けた課題について、制度的な対応も含め、利用者保護の観点を踏まえて検討を行う。

● 番号利用の観点からの電話サービ
スに係る網間接続

現行制度上、電話サービスに係る番号の指
定を受けるための要件としてＰＳＴＮとの網間接
続を求めていることについて、IP網への移行に
伴う扱いについての検討が必要

※1 業務システムによる自社発番号の適正な管理

※2 番号データベースによる他事業者からの移転先の問い合わせ対応
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電気通信事業法の制定当初（1984年(昭和59年)）

電気通信番号制度の概要

○ １９９７年（平成９年）の電気通信事業法改正により、全ての電気通信番号について適正かつ計画的な管理を行うため、現行の

電気通信事業法第５０条が規定され、同条の規定に基づく総務省令（電気通信番号規則）により、固定電話や携帯電話等に係る電

気通信番号の基準や指定等の手続が定められている。

・ 電気通信事業法において、電気通信設備に係る技
術基準の一環で、電気通信設備間の接続に必要との
観点から、告示により個別のサービスに対応した電気
通信番号を指定。

電気通信番号の基準の制度化（1997年(平成9年)）

・ 全ての電気通信番号について適正かつ計画的な管
理を行うため、１９９７年の電気通信事業法改正及び電
気通信番号規則の制定により、以下の規定を整備。

① 電気通信番号計画の策定

② 電気通信番号の基準への適合義務

③ 電気通信番号の指定等に係る手続

＜現行の電気通信番号の指定等の手続＞

電気通信番号の
指定の取消し

（番号規則第19条）

あらかじめ変更届
を提出

（番号規則第15条第4項）

電気通信事業者から
電気通信番号の指定申請（追加も含む）

（番号規則第15条第1項）

総務大臣が電気通信番号を指定
（番号規則第16条）

審査 (総務省）

上記①～⑥を変更する場合
(番号指定を伴わない場合に限る)

電気通信番号を使用
しなくなった場合等

電気通信番号の
(自主的な)廃止届
（番号規則第18条）

手続不要
（番号規則第15条第4項）

軽微事項に
該当しない場合

軽微事項に
該当する場合

＜申請時に必要な事項（追加の場合も同じ）＞
（番号規則第15条）

① 番号を必要とする理由

② 必要とする番号の数及びその根拠となる

需要見込み

③ 番号に係る電気通信役務の提供計画

④ 番号を管理する方法

⑤ ネットワーク構成図

⑥ 番号規則別表第二に規定する要件
（※番号ごとに指定のための要件を規定）

電気通信番号規則に
違反した場合等
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電気通信番号の種類
桁

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

国内プレフィックス 0

国際プレフィックス 0 1 0

0AB～J番号 固定電話、ISDN・IP電話 0 A B C D E F G H J

0A0番号

携帯電話・PHS（070/080/090）
M2M等専用番号（020）、FMC（060）

0 A 0 C D E F G H J K

IP電話（050） C D E F G H J K

0AB0番号

着信課金サービス（0120）
統一番号サービス（0570） 等

0 A B 0 D E F G H J

着信課金サービス（0800） D E F G H J K

00XY番号等

事業者識別番号
回線設備設置事業者（00XY）

0 0 X Y

〃 （002YZ） 2 Y Z

その他の事業者（0091N1N2） 9 1 N1 N2

1XY番号

緊急通報（110/118/119）
番号案内(104)、時報(117)、天気予報(177)、

消費者ホットライン（188）
児童相談所全国共通ダイヤル（189） 等

1 X Y (Z)

○ 総務省は、電気通信事業者に の部分の番号を指定する。

○ 総務省から番号の指定を受けた電気通信事業者は、ユーザに の部分の番号を任意で割り振っている。
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注１：電気通信事業報告規則に基づく報告値等をもとに作成。
注２：2014年10月より携帯電話とPHS間の番号ポータビリティが開始されたため、携帯電話・PHS用の番号については、合算値とする。
注３：番号容量、指定数及び使用数は、万単位で四捨五入した値。
注４：固定電話の指定率及び使用率は、市外局番ごとに異なる。
注５：080/090の指定率は、100％。
注６：2017年1月、発信者課金無線呼出し番号は0204、それ以外の020はＭ２Ｍ等専用番号。

番号 用途
指定

事業者数
番号容量注3 指定数注3

指定率
（指定数/

番号容量）
使用数注3 使用率

（使用数/指定数）

0AB～J 固定電話 22 41,992万 23,830万 56.7％注4 6,335万 26.6％注4

070/080/090 携帯電話・PHS注2 ４ 27,000万 23,260万 86.1％注5 16,603万 71.4％

020
発信者課金

無線呼び出し注6 ２ 9,000万 120万 1.3％ 4万 3.0 ％

060
UPTサービス
ＦＭＣサービス

０ 9,000万 ０ 0.0％ ０ 0.0％

050 ＩＰ電話 21 9,000万 2,363万 26.3％ 780万 33.0 ％

0120 着信課金（10桁） ７ 100万 99万 99％ 55万 55.0 ％

0800 着信課金（11桁） ７ 1,000万 303万 30.3％ 29万 9.3 ％

0570 統一番号 ３ 100万 12万 12％ 1万 8.3％

○ 主な電気通信番号の指定及び使用の状況は、以下のとおり。

○ 電気通信番号の指定率（指定数/番号容量）については携帯電話・ＰＨＳ（０７０/０８０/０９０番号）と着信課金（０１２０番号）が逼迫している
ものの、実際の使用率（使用数/指定数）については携帯電話・ＰＨＳと着信課金において乖離がある。

（２０１６年３月末現在）
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※（参考）事業者識別番号（００ＸＹ,００９１Ｎ1Ｎ2）は、以下のようなサービスに用いられている。

○国内中継電話：（例)NTT東日本(0036),NTT西日本(0039),NTTコミュニケーションズ(0033),KDDI(0077),ソフトバンク(0088),楽天コミュニケーションズ(0038),アルテリア・ネットワークス(0060),九州通信ネットワーク(0086),NTTぷらら(009191)

○国際中継電話：(例)NTTコミュニケーションズ(0033),KDDI(001),ソフトバンク(0061),楽天コミュニケーションズ(0038),アルテリア・ネットワークス(0060),NTTぷらら(009191)

○付加サービス：(例)国際オペレータ通話(0051),国際料金即知（0052,0062),国際着信課金（0053),プリペイドカードサービス(0055),国際オペレータ問合せ(0057),第三者課金（0063）,国際クレジットコール(0065),フリーコール(0077) 等

（２０１７年３月３１日現在）

0AB～J
(固定電話)

070/080/090
(携帯電話・PHS)

020
(M2M)

0204
(ポケベル)

050
(ＩＰ電話)

0120/0800
(着信課金)

0180
(大量呼受付)

0570
(統一番号)

0990
(情報料代理徴収)

00XY
(事業者識別)

0091N1N2

(事業者識別)

23社 4社 2社 2社 20社 7社 1社 3社 2社 11社 5社

1 ＮＴＴ東日本 ● ● ● ●（0036）

2 ＮＴＴ西日本 ● ● ● ●（0039）

3 ＮＴＴコミュニケーションズ ● ● ● ● ● ●(0033～0035)

4 ＮＴＴドコモ ● ● ● ● ●（009130）

5 ＫＤＤＩ ● ● ● ● ●
       ●(001,0051～0057,

             0070,0077)

6 ソフトバンク ● ● ● ● ● ●
 ●

（0041,0046,0061～0063,
0065,0066,0083,0084,0088）

7 東北インテリジェント通信 ● ●

8 中部テレコミュニケーション ● ●

9 ケイ・オプティコム ● ●

10 エネルギアコミュニケーションズ ● ●

11 ＳＴNet ● ●

12 九州通信ネットワーク ● ● ● ●（0086）

13 楽天コミュニケーションズ ● ● ● ●（0037,0038,0081,0082）

14 アルテリア・ネットワークス ● ● ●（0060）

15 ジュピターテレコム ●

16 Coltテクノロジーサービス ● ●

17 アイ・ピー・エス ● ● ●（0031,0032）

18 ZIP Telecom ● ● ●（0030）

19 ブラステル ●（009120,009121）

20 三通 ●

21 東京テレメッセージ ● ●

22 沖縄テレメッセージ ● ●

23 関西コムネット ●（009181）

24 沖縄セルラー ●

25 ＡＧテレコム ●

26 日本緊急通報サービス ●

27 ＮＴＴ-PCコミュニケーションズ ●

28 フリービット ●

29 日本通信 ●

30 アイテック阪急阪神 ●

31 ＮＴＴぷらら ● ●（009191,009192）

32 ＮＴＴ-ME ●（009155,009156）

33 りーふねっと ●（0067）

電気通信番号の指定状況

事業者名
(※) (※)



31固定電話の「双方向番号ポータビリティ」の導入に伴う課題（発番管理と番号解決）

大手事業者A

中小事業者B

NTT東西(ＮＧＮ)番号DB

メタル
収容装置

変換装置

番号DB番号DB

メタルIP電話 光IP電話

業務システム
（DB連携）

業務システム
（DB連携）

業務システム（DB連携）

番号解決
Yさんの番号
（03-XXXX-YYYY）
はNTT東西に移転
しました。

Yさん

Yさん

Bが発番管理
（Yさんの番号）
03-XXXX-YYYY

事業者Ｂ
から

ＮＴＴ東西
に番ポ

03-XXXX-YYYY

03-XXXX-YYYY

事業者Ｂユーザ（Yさん）がＮＴＴ東西に契約変更して
番ポした場合

Xさん

○ 「双方向番号ポータビリティ」の導入に伴い、番号の指定を受けた事業者は、自社ユーザが他事業者に番ポして番号が

移転した後においても、「発番管理」（業務システムによる自社発番号の適正な管理）と「番号解決」（ＥＮＵＭ方式に対応した番号データベー

スによる他事業者からの移転先の問い合わせへの対応）を行うことが必要となる。

大手事業者A

中小事業者B

NTT東西
(ＮＧＮ)

番号DB

メタル
収容装置

変換装置

番号DB

メタルIP電話 光IP電話

業務システム
（DB連携）

業務システム
（DB連携）

業務システム（DB連携）

Yさん

Bが発番管理
（Yさんの番号）
03-XXXX-YYYY

03-XXXX-YYYY

Xさん

番号DB

Aが
発番管理

ＮＴＴ東西
が発番管理

凡例

Xさんから
Yさんへの
音声呼

事業者Ａユーザ（Ｘさん）が事業者Ｂユーザ（Ｙさん）
に通話する場合

繋ぐ機能
ＰＯＩ

繋ぐ機能
ＰＯＩ

番号解決
（ＥＮＵＭ方式による
移転先の問い合わせ
対応）



32固定電話の「双方向番号ポータビリティ」導入に伴う課題（発番管理と番号解決の継続性）

大手事業者A

中小事業者B

NTT東西(ＮＧＮ)番号DB

メタル
収容装置

変換装置

番号DB番号DB

メタルIP電話 光IP電話

業務システム
（DB連携）

業務システム
（DB連携）

業務システム（DB連携）

番号解決
Yさんの番号
（03-XXXX-YYYY）
はNTT東西に
移転しました。

Yさん

Yさん

Ｂが発番管理
（Yさんの番号）
03-XXXX-YYYY

事業者Ｂ
から

ＮＴＴ東西
に番ポ

大手事業者A

NTT東西(ＮＧＮ)番号DB

メタル
収容装置

変換装置

番号DB番号DB

メタルIP電話 光IP電話

業務システム
（DB連携）

業務システム
（DB連携） 業務システム（DB連携）

Yさんの番号（03-XXXX-
YYYY）はNTT東西に移転
しました。

Yさん

発番管理
（Yさんの番号）
03-XXXX-YYYY

03-XXXX-YYYY

03-XXXX-YYYY

03-XXXX-YYYY → ×

事業の休廃止

事業者Ｂの撤退に伴い、
Yさん（事業者Ｂ発番で
番ポしたＮＴＴ東西ユーザ）
が番号を使えなくなる

事業者Ｂユーザ（Ｙさん）がＮＴＴ東西に
契約変更して番ポした場合

その後、事業者Ｂが事業の休廃止をした場合

Xさん
Xさん

○ 「双方向番号ポータビリティ」の継続性を確保する観点から、番号の指定を受けた事業者が事業を休廃止した場合における「発番

管理」や「番号解決」について、例えば番号の指定の際に、休廃止の場合の扱い（他事業者に委ねること等）を確認するなど利用者保護の

観点からの対応が必要となる。

○ 事業を休廃止した事業者が発番元である利用者が不利益を被らないよう、「発番管理」と「番号解決」に係る制度上の責任主体を

円滑に「承継」できることも必要となる。

大手事業者A

中小事業者B

NTT東西
(ＮＧＮ)

番号DB

メタル
収容装置

変換装置

番号DB

メタルIP電話 光IP電話

業務システム
（DB連携）

業務システム
（DB連携）

業務システム（DB連携）

Yさん

Ｂが発番管理
（Yさんの番号）
03-XXXX-YYYY

03-XXXX-YYYY
Xさん

番号DB

繋ぐ機能
ＰＯＩ

繋ぐ機能
ＰＯＩ

繋ぐ機能
ＰＯＩ

事業者Ａユーザ（Ｘさん）が事業者Ｂ
ユーザ（Ｙさん）に通話する場合



33電気通信番号を利用する地位の「承継」について

○ 総務大臣から電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者が、利用者保護の観点から電気通信番号を他の電気通信事業者

に引き継ぎたい場合には、電気通信番号の「承継」に関する規定がないため、以下のとおり運用上の対応を行っている。

① 総務大臣から指定を受けた電気通信事業者が、引き継ぎたい電気通信番号の指定に係る廃止の届出を行う。

② 他の電気通信事業者が当該電気通信番号の指定を受けるための申請を行い、総務大臣が同じ電気通信番号を指定する。

（参考）
●電気通信番号規則（平成９年郵政省令第82号）

（電気通信番号の指定）
第16条 総務大臣は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る電気通信役務の提供に必要な電気通信番号計画に基づき使用可能で

あると認めるときは、当該電気通信役務に係る需要に応じるために必要な数の電気通信番号を指定し、電気通信番号指定証を交付する。

（電気通信番号の使用の廃止）
第18条 第16条の規定に基づき電気通信番号の指定を受けた者は、第15条第２項第３号に掲げる電気通信役務の提供の計画に従って当該電気

通信番号を使用しないとき又は当該電気通信番号の使用を廃止したときは、その旨を様式第４の届出書により、遅滞なく、総務大臣に届け
出なければならない。

Ａ事業者
03－ＸＸＸＸ－ＹＹＹＹ
・・・

総
務
省

廃止の届出

番号の指定

03－ＸＸＸＸ－ＹＹＹＹ
・・・

Ｂ事業者

現在の対応

指定の申請

「承継」に関する規定なし



サービス卸の進展に伴う電気通信事業者における番号管理の課題 34

○ ＮＴＴ東日本・西日本の光回線の卸売サービス（サービス卸）が進展することに伴い、電気通信番号を利用して光ＩＰ電話を提供す

るサービス卸の卸先事業者が増えている（現在、サービス卸の卸先事業者の約６割が光ＩＰ電話を提供）。

○ サービス卸をはじめとする卸電気通信役務の卸先事業者が提供している光ＩＰ電話サービスの番号については、電気通信番号の

指定を受けている卸元事業者が制度上の責任主体として番号管理を行っている。こうした責任関係は、卸先事業者が提供するサー

ビスを利用する利用者から見えにくい状況となっている。

○ 電気通信番号の指定を受けた事業者（卸元事業者）の番号を利用して卸先事業者が提供するサービスにおいて、例えば利用者から

「番号ポータビリティ」の申し出があった場合は卸先事業者がこれに確実に対応すること等、利用者利益の確保の観点から、卸元事

業者が卸先事業者への指導等を通じて適正な番号管理を行う必要がある。

【事業者の分類】

●MNO ： 2者（前期比±0者）
●CATV事業者 ： 65者（前期比±0者）
●ISP・MVNO事業者 ：379者（前期比＋31者）
●その他事業者 ： 92者（前期比＋11者）

合 計 ：538者（前期比＋42者）

【新規事業者の分類】

●CATV事業者 ： 1者（前期比±0者）
●ISP・MVNO事業者 ： 155者（前期比＋22者）
●その他事業者 ： 56者（前期比＋8者）

合 計 ： 212者（前期比＋30者）

出所：「FTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務の提供に関して対応及び報告すべき事項に
ついて（要請）」に基づくNTT東日本・西日本からの報告、電気通信事業報告規則に基づく
NTT東日本・西日本からの報告及び各社届出情報

【ＮＴＴ東西のＦＴＴＨの契約数及び当該契約数
に占めるサービス卸の契約数比率】 【サービス卸の卸先事業者数】



未利用の電気通信番号の課題（０ＡＢ0番号（０１２０番号）の事例） 35

○ 例えば、０１２０番号については、指定率（番号容量に対する指定数）が９９％と逼迫しており、指定数の約９０％を一の電気通信事業者
に対して指定※１している。０１２０番号に係るシステム上では既に「双方向番号ポータビリティ」を実現しているものの、その番号の
使用率（指定数に対する使用数）は５５％程度であり、携帯電話・ＰＨＳ（約７１％）と比較して、より低い水準に留まっている。
※１ 現在、０ＡＢ０番号の指定を受けている電気通信事業者は、総務大臣から１０００番号単位で指定を受けて管理している。

○ 他の電気通信事業者が０１２０番号をより利用しやすくするため、事業者間の運用上の対応として、「事前番号ポータビリティ」※２

を行っている。なお、０１２０番号に係る「双方向番号ポータビリティ」の仕組みについても、ＩＰ化に伴いＥＮＵＭ方式に対応した管理シ
ステムの改修が必要である。 ※２ 総務大臣から番号の指定を受けた電気通信事業者が、自社の未利用番号を他の電気通信事業者に対して移転すること。

○ 現行制度上、未利用の電気通信番号については、電気通信事業者が自主的に廃止の届出を申し出ない限り、指定した電気
通信番号を廃止することができないため、柔軟な番号管理が困難である。

【０１２０番号ポータビリティの仕組み】

発信事業者

② ０１２０番号の確認

③ 移転済であるこ
とを確認し、移転
先事業者を連絡

移転先事業者

④ ０１２０番号の
確認

⑤ 接続先番号を
識別し、連絡

発信者

番号取得事業者

着信者

① 発信 ⑥ 着信

【０１２０番号の指定状況】



36二次答申に向けた固定電話の「双方向番号ポータビリティ」に関する課題

一次答申においてフォローアップが必要とされた主な個別検討課題 ＜第28回電話網移行円滑化委員会（2017年4月6日）事務局資料の抜粋＞

○ 固定電話の双方向番号ポータビリティの円滑な導入

・ 「双方向番号ポータビリティ」の実現に係る費用、費用負担の在り方（中小事業者の負担の在り方を含む）、運用方法、データ
ベースの扱い、ルーティング機能等に関する事業者間協議の状況を確認し、制度的な課題も含め検討を行う。

＜番号ポータビリティの現状（片方向）＞

（現状・課題）

・ 「番号ポータビリティ」は本来的に双方向で行われるものであるが、現在の固
定電話の「番号ポータビリティ」は、ＮＴＴ東日本・西日本のメタル電話の番号
からの「片方向番号ポータビリティ」となっている※。

※ 固定電話の「番号ポータビリティ」については、郵政省（当時）の研究会で検討し、「双方向」の実現
方式を提言したものの、その導入コストが860億円程度とＮＴＴが試算し、双方向性は将来的に実現する
ことを条件にダウンスペックした方式を採用することが提言され、これにより実現された。

・ 固定電話において「番号ポータビリティ」が実現していない番号数（９２４万）

が全番号数（６,３３５万）に占める割合は１４.６％（２０１６年３月）であり、ＩＰ化の進展
等により近年増加傾向。この割合は、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行が進むこと等
により、今後さらなる増加が想定される。

（具体的方向性）

○ ＩＰ網への移行に伴い、固定電話に係る競争基盤と利用者利便を確保するため、固定電話の「双方向番号ポータビリティ」を早期に導入
することが必要である。

◯ 固定系ＩＰ電話の「番号ポータビリティ」は、ＰＳＴＮによる既存の「番号ポータビリティ」の利用者が継続的に利用可能となるため、メタルＩＰ電
話の導入時に開始されている必要がある。

○ 「双方向番号ポータビリティ」の実施にあたってはＮＴＴ東日本・西日本以外の事業者においても措置が必要になることから、適切な規律を
課すことが必要である。 等

（参考）一次答申の概要 ～「固定電話の双方向番号ポータビリティ」関連～



37固定電話の「番号ポータビリティ」の仕組みの変化

○ 現在のＰＳＴＮでは、発番事業者（ＮＴＴ東日本・西日本のみ）が交換機に番号データベースの機能を有し、発信側からの呼制御信号

が交換機に接続され、移転先の情報を返信し、移転先に再接続している（リダイレクション方式）。

○ ＩＰ網において「双方向番号ポータビリティ」を実現するためには、全ての固定系ＩＰ電話事業者（発番事業者）がＥＮＵＭ方式※に

対応した番号解決を行うための「番号データベース」を導入するとともに、「業務システム」の改修が必要である。

※「E.164 Number Mapping方式」：インターネットのIPアドレス問い合わせの技術を応用して、番号に対応する接続先の情報を取得するための標準規格。

発番事業者
（移転元：NTT東西）

事業者A（発信）

番号DB

事業者B（移転先）

交換機

現
在
の
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ

【
片
方
向
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
】

凡例

交換機

Ｉ
Ｐ
網
へ
の
移
行
後

【
双
方
向
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
】

加入者
交換機利用者a 利用者b

番号DB

事業者Ａ（発信） 発番事業者
（移転元：全事業者）

事業者Ｂ（移転先）

ＳＩＰサーバ ＳＩＰサーバ

番号DB

ルータ等ルータ等

利用者b利用者a

ENUM方式による番号解決
（移転先の問い合わせ対応）

番号DB

○ ＮＴＴ東日本・西日本が発番した番号の利用者（利用者b)が事業者Bに移転した場合であって、利用者aが利用者bに通話する場合

業務
システム

業務
システム

業務
システム

業務
システム

（DB連携）

（DB連携）

番ポ
申込

番ポ
申込

リダイレクション
方式の例

音声

呼制御

番号解決

※リダイレクション方式では、発番事業者（ＮＴＴ東西）の交換機に呼制御信号
を接続し、移転先情報が返信され、呼制御信号を移転先に再接続する。

※ＥＮＵＭ方式では、呼制御信号とは異なるＳＩＰサーバからの信号により発番事業者
が保有する番号データベースに移転先を問い合わせて、番号データベースがこれに
応答し、呼制御信号を移転先に接続する。



38
「０ＡＢ～Ｊ番号」の指定の状況

事業者名 指定番号数 事業者名 指定番号数

1 ＮＴＴ東日本 92,630,000 13 楽天コミュニケーションズ 3,230,000

2 ＮＴＴ西日本 97,740,000 14 アルテリア・ネットワークス 570,000

3 ＮＴＴコミュニケーションズ 3,860,000 15 ジュピターテレコム 2,420,000

4 ＮＴＴドコモ 20,000 16 Ｃｏｌｔテクノロジーサービス 280,000

5 ＫＤＤＩ 13,740,000 17 アイ・ピー・エス 20,000

6 ソフトバンク 16,590,000 18 ＺＩＰ Ｔｅｌｅｃｏｍ 100,000

7 東北インテリジェント通信 830,000 19 三通 20,000

8 中部テレコミュニケーション 890,000 20 東京テレメッセージ 2,300,000

9 ケイ・オプティコム 1,300,000 21 沖縄テレメッセージ 180,000

10 エネルギア・コミュニケーションズ 490,000 22 ＡＧテレコム 20,000

11 ＳＴＮｅｔ 360,000 23 日本緊急通報サービス 10,000

12 九州通信ネットワーク 820,000

合計（２３社） 238,420,000

○ 総務大臣から「０ＡＢ～Ｊ番号」の指定を受けている電気通信事業者及び指定番号数は以下のとおり。

（２０１７年３月末時点）



39番号解決（番号データベース保有）の方法

大手事業者A

中小事業者B

NTT東西(ＮＧＮ)番号DB

メタル
収容装置

変換装置

番号DB番号DB

メタルIP電話 光IP電話

大手事業者A

中小事業者B

NTT東西(ＮＧＮ)番号DB
（共用）

メタル
収容装置

変換装置

メタルIP電話 光IP電話

番号DB

【ケース１】 各事業者が自らＤＢを保有して番号解決 【ケース２】 中小事業者が他事業者※のＤＢを共用して番号解決
※下図はＮＴＴ東西の例

業務システム
（DB連携）

業務システム
（DB連携） 業務システム

（DB連携）

業務システム
（DB連携）

業務システム
（DB連携）

業務システム

番号DBなし

番号解決
（NTT東西が事業者
Bについても番ポ問
い合わせ対応）

番号解決
（事業者Ａが番
ポ問い合わせ
対応）

番号解決
（NTT東西が番ポ
問い合わせ対応）

番号解決
（事業者Bが番
ポ問い合わせ
対応）

○ 「番号解決」を行うための「番号データベース」については、全ての発番事業者が自ら保有する場合と、自ら保有する発番事業者と

他事業者と共用する事業者が共存する場合がある※。 ※「事業者間意識合わせの場」において、これら両方の場合（「個別ＤＢ方式」と「共通ＤＢ方式」）が合

意されている。

Xさん

Yさん Yさん
Xさん

凡例

Xさんから
Yさんへの
音声呼

番号解決
（事業者Ａが番
ポ問い合わせ
対応）

繋ぐ機能
ＰＯＩ

繋ぐ機能
ＰＯＩ

番号解決
（ＥＮＵＭ方式による
移転先の問い合わせ
対応）



固定電話と携帯電話・ＰＨＳにおける「番号ポータビリティ」の利用状況 40

○ 固定電話の「番号ポータビリティ（片方向）」については、２０１５年度（平成２７年度）で約２２０万番号が利用されている。

○ 携帯電話・ＰＨＳの「番号ポータビリティ（双方向）」については、これまで増加傾向にあり、２０１５年度（平成２７年度）で約６２０万番号、

２００６年度（平成１８年度）からの累計で約３，８０１万番号が利用されている。

注１： 平成25年度以前の数値は任意のアンケート調査に基づく報告値。

注２： 平成26年度以降は、電気通信事業報告規則に基づくＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ・沖縄セルラー、
ソフトバンク（平成26年度分は、ソフトバンクモバイル及びワイモバイル）からの報告値。

【携帯電話・ＰＨＳの電気通信事業者間の移転番号数の推移】

0

50

100

150

200

250

300

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

【固定電話の電気通信事業者間の移転番号数の推移】

267 258 254

220

注１： ＮＴＴ東日本・西日本提出資料を基に作成。

注２： 移転番号数は、ＮＴＴ東日本・西日本（メタル電話）発番の番号についての他事業者（メタル
電話・光ＩＰ電話）へのポートアウト数と他事業者（メタル電話・光ＩＰ電話）からのポートイン数を
合計したもの。

（単位：万番号） （単位：万番号）



41「双方向番号ポータビリティ」に係る事業者間の検討状況について

 「双方向番号ポータビリティ」の導入に向け、平成29年1月より行っている事業者間の検討状況は以下のとおり
【実現に係る費用】
• 事業者間で一定の費用算出条件※を定め、「双方向番号ポータビリティ」の導入にあたり追加的に発生する費用（現行の「片方向番

号ポータビリティ」をIP対応する費用は含まない。）について、各事業者で試算したところ、全社合計のイニシャル費用が約93億円、
全社合計のランニング費用が約42億円／年という結果になった。
※ あくまでも全社が一定の考え方に基づく費用算出条件により試算するために定めたものであり、実際に導入される際の運用方法等は、事業者間で継続検討中。

• なお、今回とりまとめた費用試算結果をスタート台として、今後、その低廉化に向け、事業者間で具体的な運用方法の見直し等に係
る検討を行っていくことで、事業者間で意識合わせを実施。

【運用方法】
• 運用方法の議論では、「お客様からの申込受付」と「重要事項説明」の二つの業務を誰が実施するか、に焦点をあてて議論を実施。
• 「お客様からの申込受付」 については、①現状の固定電話における番号ポータビリティ（LNP）と同様に、移転先事業者がワンス
トップで申込受付する方式とするか、②現状の携帯電話における番号ポータビリティ（MNP）と同様に、移転元事業者と移転先
事業者の両方で申込受付する方式とするか、今後、利用者利便・利用者保護等の観点から評価していくことで認識が一致。

• 「重要事項説明」については、「移転先事業者」が約20社にも上る移転元事業者サービスの廃止に係る重要事項説明を的確に行う
ことは容易でないことから、「移転元事業者」が実施する方向で検討していくことで認識が一致。

【番号データベースの扱い、適用するルーティング機能】
• 平成26年事業者間協議において、「技術評価」・「コスト評価」を踏まえ、「個別DB方式」・「発側DB参照方式」をIP網における番
号ポータビリティの基本方式とし、「共通DB方式※1」あるいは「転送方式※2」を併用可能なオプション方式とすることで合意済み。

• 今回、オプション方式に位置づけられている「共通DB方式」について、複数事業者より共用希望や検討要望があったため、まずは、利
用希望事業者が同方式に係る要件等を取りまとめの上、事業者間で検討していくことで認識が一致。

• 同じく、オプション方式に位置づけられている「転送方式」について、装置障害時における考慮が必要とする意見が示されたものの、平時
において考慮する必要があるという意見は寄せられなかったため、適用するルーティング機能は「発側DB参照方式」とした上で、事業
者間で具体的に検討していくことで認識が一致。

平 成 2 9 年 5 月 1 9 日
「 Ｐ Ｓ Ｔ Ｎ ﾏ ｲ ｸ ﾞ ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ に 係 る
意識合わせの場」事務局（ＮＴＴ東西）

※１ 番号データベースを合意した事業者同士で共用する方式
※２ 特定事業者を経由し他事業者へ接続する発信事業者において、当該発信事業者から特定事業者に当該方式でルーチングし、当該特定事業者が番ポDB問合せを代行し、移転先事業者に接続する方式

第31回委員会 資料31-3 （NTT提出資料）抜粋



42「双方向番号ポータビリティ」の実現に係る費用

■ 「双方向番号ポータビリティ」の導入にあたり追加的に発生する費用（事業者合計（18社））

 費用算出にあたっては、現行の片方向番号ポータビリティをIP対応する費用は含めず、「双方向番号ポータビリティ」
の導入にあたり追加的に発生する費用を算出することとしている。

 18社よりご提示いただいた結果、全社合計でイニシャル費用が約93億円、ランニング費用が年額約42億円と
なった。

※一部の事業者から「○百万円～○百万円」とご報告をいただいており、事業者合計の際にはご報告いただいた最大額を適用した

イニシャル費用
ランニング費用（年額）

右記以外 オーダ流通システム

9,273百万円※ 4,212百万円 4,132百万円※ ８０百万円

第31回委員会 資料31-3 （NTT提出資料）抜粋
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 オプションとして位置付けられている番号データベースの共用（共通DB方式）について、複数の事業者より共用の
希望や検討要望があった。

 今後、番号データベースの共用の具体的な検討を行うために、まずは利用を希望する事業者や検討を要望する事
業者にて、番号データベースを共用する際の要件等について取りまとめを行った上で、事業者間で検討することとし
てはどうか。

各社意見 事業者名

利用希望なし

ソフトバンク KDDI NTTCom CTC IPS

アルテリア Colt 三通 ZIP 楽天

NTT東 NTT西

利用希望あり TOHKnet エネコム

現時点では不明 JCOM K-OPT STNet ＱＴＮｅｔ

1２社

2社

■現時点における番号データベースの共用希望の有無

４社

番号データベース
『共通ＤＢ方式』の利用希望

（「選択の可能性有り」含む）

第31回委員会 資料31-3 （NTT提出資料）抜粋
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 今後の事業者間の検討の進め方としては、これまで進めてきた「運用方法」の検討を、『運用方法の検討に係る会合』の場で引き
続き行うこととし、事業者間で「運用方法」についての一定の整理がなされた後に、「費用負担の在り方」等について 議論を行うことと
する。

 「共通DB方式」の扱いについては、利用希望事業者が番号DBを共用する際の要件等について取りまとめを行うこととし、その取りま
とめ結果を踏まえ、必要に応じ、「共通DB」に係る運用方法等について事業者間で議論を行うこととする。

 なお、番号DB等の開発・構築は、2021年初頭～2024年にかけて実施するものとし、2025年のＩＰ網移行完了後、双方向番
号ポータビリティを開始することとする。

2017(平成29年)
2018～2020 2021~2024 2025～

3月 4月 5月 6月 7月~9月 10月~12月

▲3/30 ▲4/7
・検討事項の洗い出し
・検討の進め方（業務フローから検討）

▲5/19
双方向番号ポータビリティ

▲4/24
・実現コスト
・共通DB（利用希望事業者で要件検討）
・ルーティング（発側DB参照方式）

夏～秋頃 二次答申

▲4/13
・業務実施者、業務の順序性

電話網移行円滑化委員会
議論状況を総務省殿へ報告

Ｉ
Ｐ
網
移
行
完
了
後

双
方
向
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
開
始

意識合わせの場・運用方法の検討に係る会合

「双方向番号ポータビリティ」の検討スケジュール

業務フロー（業務実施者、業務の順序性）

費用負担の在り方

業務フロー（業務間の連携）

業務フロー以外

D
B
等
の
開
発
・
構
築

双方向番号ポータビリティに係る今後の事業者間の検討の進め方(案)

※各年は暦年を表記

検討状況をフォロー（想定）
2021年初頭～
準備のできた事業者から
順次IP-IP接続開始

第31回委員会 資料31-3 （NTT提出資料）抜粋



ＩＰ網への移行に対応した緊急通報の確保

45



緊急通報の現状（概要）

○ 固定電話（メタル電話・光ＩＰ電話）及び携帯電話については、現行の技術基準において、緊急通報（１１０/１１８/１１９番通報）を緊急通報受理
機関（警察機関・海上保安機関・消防機関）に接続する機能等の具備が義務付けられている。

○ 緊急通報はユニバーサルサービスとして位置づけられており、NTT東日本・西日本の電話局と緊急通報受理機関との間を繋ぐ
緊急通報受理回線に係るコストの一部（一定の高コスト地域に属する加入者回線に対応する部分）は、ユニバーサルサービス交付金制度によ
り補填されている。

＜各機関の緊急通報受理回線の設置状況＞

・ 警察機関…全国の警察本部等（約５０カ所）の指令台にＩＳＤＮ回線を設置

・ 消防機関…全国の消防指令センター等（約６００カ所）の指令台にＩＳＤＮ回線又はアナログ専用線を設置

・ 海上保安機関…全ての海上保安本部（１１カ所）の指令台にＩＳＤＮ回線を設置

46

※情報通信審議会「ＩＰネットワークにおける緊急通報等重要通信の確保方策」一部答申（２００５年３月３０日）をもとに作成

＜ＮＴＴ東西のメタル電話による緊急通報の機能（イメージ）＞

交換機 交換機

加入者宅

加入者回線

固定電話

警察機関
(110番)

指令台

警察本部等 約５０カ所

消防機関
(119番)

指令台ISDN

アナログ
専用線

ISDN

ISDN

緊急通報受理機関

消防指令センター等 約600カ所

・ 通報者の電話番号から通報者の住所等を表示

・ 通報者の電話番号が非通知(184を付けた発信)の場合は、
必要に応じて通報者の住所等を要求して取得

位置特定

・ 通報者の電話番号から管轄する本部の
指令台の接続先電話番号を特定

指令台への接続

・ 指令台が通話を切断しない限り回線を保留

・ 回線保留中に通報者を呼び出し（逆信）

回線保留

・ 輻そう時に緊急通報は
優先接続

優先取扱い

ＰＳＴＮ

海上保安機関
(118番)

指令台

海上保安本部 １１カ所

ＮＴＴ東西の電話局 ＮＴＴ東西の電話局

緊急通報
受理回線



緊急通報の現状（件数等の推移）

○ 緊急通報（１１０/１１８/１１９番）のうち、１１０番通報及び１１９番通報の件数・発信元の内訳の推移は以下のとおり。

47

＜110番通報（警察機関）＞ ＜119番通報（消防機関）＞

361 340 326 324 318 316 304 305 296 278

553 558 567 581 613 621 631 637 639 645

914 898 892 904
931 937 935 941 935 923

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

固定電話発 携帯電話等発

522 485 449 449 472
374 339 310

83
101

119 144 138

181
195

196

206 220 229
262 238 311 308 319

811 806 797 

856 848 866 
842 825 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

加入電話発 ＩＰ電話等発 携帯電話発

（53%）

（64%）

（10%）
（13%）

（15%） （17%）
（16%）

（21%）
（23%）

（24%）

（25%）
（27%） （29%）

（31%） （28%）
（36%）

（37%）
（39%）

（出典）警察庁「警察白書」
消防庁「消防白書」

（38%） （36%） （34%） （32%） （30%）

（60%） （62%） （64%）
（66%） （67%） （68%）（68%） （70%）（64%） （66%）

※括弧内は通報件数全体に占める比率 ※括弧内は通報件数全体に占める比率

(加入電話+IP電話)



48緊急通報の現状（回線保留機能等の仕組み）

緊急通報
受理回線
(ISDN)

ＰＯＩ
呼接続

保持装置

ＮＴＴ東西のメタル電話

緊急通報
受付

システム

電話
交換機

代表電話ＰＯＩ
基地局

NTT東西のＰＳＴＮ

NTT東西のＩＰ網（ＮＧＮ）

他事業者のＩＰ網

回線保留・逆信

回線
保留

回線
保留

IP網から自動呼び返し
※1XY通知、転送解除、着信拒否解除の機能あり

IP網から自動呼び返し
※1XY通知、転送解除、着信拒否解除、第三者発着信
制限の機能あり

緊急通報受理機関
（指令台）

※警察機関における一例

携帯電話網

指令台からコールバック
※1XY通知なし（代表電話番号(0AB～J)を通知）

⇒ 回線保留・逆信

ＮＴＴ東西の光IP電話

⇒ 自動呼び返し
（1XY通知等
各種機能あり）

他事業者の光IP電話

⇒ 自動呼び返し
（1XY通知等
各種機能あり）

携帯電話

⇒ コールバック
（1XY通知等
各種機能なし）

※指令台からのコールバックも可

※指令台からのコールバックも可

※指令台からのコールバックも可

○ メタル電話は、ＮＴＴ東日本・西日本のＰＳＴＮにより、「回線保留」及び「逆信」が可能※１。
※１「回線保留」とは、通報者が受話器を下ろしても指令台側が切断しない限り接続状態を維持すること。「逆信」とは、回線保留状態で通報者が受話器を下ろしている時に緊急通報受理

機関側から着信音を鳴らすこと。

○ 光ＩＰ電話は、ＩＰ網内に具備されている「呼接続保持装置」により、「ＩＰ網からの自動呼び返し」が可能※２。「自動呼び返し」では通報者
との通話がつながりやすくなるための各機能（①１ＸＹ通知、②転送解除、③着信拒否解除、④第三者発着信制限）が実現している。

※２「自動呼び返し」とは、「呼接続保持装置」がＰＳＴＮとの呼接続を保持し、通報者が通話を切断しても指令台側が切断するまでの間は一定時間経過後に通報者端末に着信すること。

○ 携帯電話は、「指令台からのコールバック」※３のみが可能。１ＸＹ通知等の各機能が具備されていない。
※３ 「指令台からのコールバック」は、メタル電話・光IP電話においても可能。

＜回線保留機能等の仕組みのイメージ＞

発信者電話番号
を利用して架電

警察機関(110番)：約５０カ所(警察本部等)

消防機関(119番)：約６００カ所(消防指令センター等)

海上保安機関(118番)：１１カ所(海上保安本部)

110番
923万件

固定電話発
（加入電話+IP電話）

30.1%
（278万件）

携帯電話等発
69.9%
（645万件）

119番
825万件

加入電話発
37.6%
（310万件）

携帯電話発
38.6%
（319万件）

IP電話等発
23.8%
（196万件）

（出典）
平成28年版
警察白書(警察庁)

呼接続
保持装置

（出典）
平成28年版
消防白書(消防庁)

緊急通報の件数・発信元内訳(2015年)

緊急通報受理回線の設置状況



メタル電話（ＮＴＴ東日本・西日本） 回線保留・逆信

光ＩＰ電話
IP網からの自動呼び返し

①１ＸＹ通知※１ ②転送解除※２ ③着信拒否解除※３ ④第三者発着信制限※４

ＮＴＴ東日本・西日本 ◯ ◯ ◯ ×

ＫＤＤＩ ◯ ◯ ◯ ◯

ソフトバンク ◯ ◯ ◯ ×

東北インテリジェント通信 ◯ ◯ ◯ ◯

中部テレコミュニケーション ◯ ◯ ◯ ◯

ケイ・オプティコム ◯ ◯ ◯ ◯

エネルギア・コミュニケーションズ ◯ ◯ ◯ ◯

ＳＴＮｅｔ ◯ ◯ ◯ ◯

九州通信ネットワーク ◯ ◯ ◯ ◯

ジュピターテレコム ◯ ◯ ◯ ◯

アルテリア・ネットワークス ◯ ◯ ◯ ◯

携帯電話

指令台からのコールバック

①１ＸＹ通知※１ ②転送解除※２ ③着信拒否解除※３ ④第三者発着信制限※４

× × × ×

※各社からの聞き取りをもとに作成

49緊急通報の各機能に関する主な事業者の対応状況

※１ 「１ＸＹ番号通知」：通報者端末に緊急通報受理機関の１XY番号（１１０/１１８/１１９）を表示させる機能
※２ 「転送解除」：通報者側の回線で着信転送機能を利用している場合であっても、これを解除して通報者端末への着信を可能とする機能
※３ 「着信拒否解除」：通報者側の回線で着信拒否機能を利用している場合であっても、これを解除して通報者端末への着信を可能とする機能
※４ 「第三者発着信制限」：通報者と緊急通報受理機関以外の第三者との通話を一定時間制限する機能（他の緊急通報受理機関との通信は発着信制限の対象外としている場合が多い）
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IP網での「呼の保留」
PSTNの「回線保留・逆信」により実現できていた機能をIP網で実現する場合、交換機と「同じ技
術」（NTT交換機独自の網内信号）を用いることは標準化されたSIP信号ではできず、SIPによる
呼処理の基本的な手順を変更する必要があるため、大規模な独自開発が発生。
なお、現在のIP電話から発信される緊急呼では、受理機関側では通話中を保持し、通報者側では
コールバックにて接続することにより、「呼の保留」を実現。
つまり、「通報者回線をネットワークとしては切断として処理しつつ、別機能により再度通報者端末を
呼び出す」という通常の呼処理の組み合わせにより、「回線保留・逆信」を技術的に代替。

受理機関 通報者

SIP
サーバ

SIP
サーバ

端末端末

【交換機と同等の技術をIP網に実装した場合】

切断信号を受け付けるが通話状態を保持し続け、通報者の端末
を受理機関からの指示により呼び出す仕組み

【IP網での技術的代替（自動呼び返し）】

通常の呼処理に加え、緊急通報に関わる場合はその呼処理を
最優先で実施

受理機関 通報者

端末端末

切断信号
⇒通報呼は網の一部

区間で切断

接続
（端末呼び出し）

通話中

再呼出
機能

緊急呼の状態を管理

緊急呼コールバック識別
→最優先で呼受け付け処理

①通報者切断を認識し、
切断信号を遮断

②通報者オンフックを
信号で指令台に通知

③指令台要求に
基づき、通報者を
呼び出し

通話中を保持

通話中の状態を保持することができたとしても、②切断を受け付け、オン
フック状態を伝達すること、③通話中の状態で受理機関から通報者の端
末鳴動を要求することを実現するためには、大規模な独自開発が必要

第32回委員会 資料32-2 （NTT提出資料）抜粋IP網での「呼の保留」
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NTT東西のIP網で、自動呼び返し機能を実施するためには、ネットワークへ機能を実装する方法と
ユーザ宅内端末で実現する方法が考えられるが、どちらも多大なコスト等が必要。

 呼の集約点であるSIPサーバ等に、自動呼び返し機能を
導入

 現行のSIPサーバの全数（約240台）の更改が必要
 メタルIP電話に対応した自動呼び返し装置の導入が必要

 ホームゲートウェイ（HGW）またはユーザの電話機端
末に自動呼び返し機能を導入

 HGWに実装した場合、既存全端末の改修または取替
が必要。 （取替対象HGW：約800万台）

 メタルIP電話では、電話機端末の開発・取替が必要

＜NTT網内から呼び返し＞ ＜ユーザ宅内端末から呼び返し＞
【呼の集約点であるSIPサーバ等に機能を具備】 【ユーザ宅内端末に機能を具備】

【凡例】 切断信号 自動呼び返し 呼接続保持装置音声信号

通報者
（メタルIP電話）

通報者
（ひかり電話）

緊急通報受理機関
（高度化指令台）

緊急通報受理機関
（IP指令台）

HGW

IP網メタル収容装置

SIP
サーバ

通報者
（メタルIP電話）

通報者
（ひかり電話）

緊急通報受理機関
（高度化指令台）

緊急通報受理機関
（IP指令台）

HGW

IP網メタル収容装置

IP網移行後に「自動呼び返し機能」を実現するには 第32回委員会 資料32-2 （NTT提出資料）抜粋
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IP網移行後、通報者への呼び返しについては、コールバックでの対応をお願いしたい。
その際、コールバックにおいても、ネットワークに「確実につなぐ」機能を具備することにより、回線保留・
逆信と同様に、確実に通報者へ緊急通報受理機関からの呼び返しを行うことを可能とする。

緊急通報受理機関

逆信

通報者

呼び返し
箇所

コールバック
呼び返し
箇所 「確実につなぐ」5機能

【指令台から通報者を確実に呼び返す仕組み】

回線保留

同様の効用

「確実につなぐ機能」を具備することで、
同様の効用を提供

（確実につながる、緊急通報受理機関からの通報を知らせる）

「コールバック」による通報者の呼び返しについて

通信事業者網

第32回委員会 資料32-2 （NTT提出資料）抜粋
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コールバックを実施する際に、指令台から通報者を再度呼び出すため、現行サービス機能の一部を活
用することでIP網に以下の機能を具備することにより、加入電話の「回線保留・逆信」と同等の効用
を実現。（技術的代替）
① 1XY通知機能 ②転送解除機能 ③着信拒否解除機能 ④第三者発着信制限機能
⑤ 災害時優先接続機能
なお、④第三者発着信制限機能については、通報者の発信を一定時間制限することになるため、あ
らためて緊急通報受理機関等への意向確認を行う考え。

④第三者発着信制限機能
通報者が切断後に、通報した緊急通報受理機関以外の第三者との通
話を一定時間制限することにより、コールバック時の話中を回避する

②転送解除機能 ③着信拒否解除機能
通報者が転送・着信拒否機能サービスを設定していても、その動作を停
止させ、発信場所の固定電話へコールバック接続する

②転送機能等の停止

③通話

⑤災害時優先接続機能
災害等により網の輻輳が発生した場合においても、緊急通報受理機関
からのコールバックに関しては、優先的に接続をする

優先接続

災害時

緊急通報受理機関

コールバック呼

通報者

緊急通報受理機関 緊急通報受理機関

コールバック呼

通報者通報者 第三者
発着信規制

コールバック呼

①1XY通知機能
緊急通報機関からのコールバック呼であることを、ディスプレイ表示させるこ
とにより、通報の応答を促す

通報者端末

コールバック呼
110

緊急通報受理機関

等

NTT東西が導入する5つの「確実につなぐ」機能 第32回委員会 資料32-2 （NTT提出資料）抜粋
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コールバックに変更した際、現在の「回線保留・逆信」と同様に、指令台から簡易な操作による呼び
返しを行えるよう、受理機関を通じて指令台メーカ等へ働きかけを実施していく考え。

逆信操作により通報者端末を鳴動 コールバック操作により通報者端末を鳴動

メタルIP電話
緊急通報受理機関

指令台

PSTN

逆信
ボタン

緊急通報受理機関

指令台

コールバック
ボタン

緊急通報
受理回線

（メタル回線）

通報者

指令台からの
呼び返し信号

指令台からの
コールバック

緊急通報
受理回線

（メタル回線）

通報者

「逆信（呼び返し）」ボタンを押すことで、通報者
端末を呼び出す

「逆信」と同様に、「コールバック」ボタンを押すなど、
簡易な操作での通報者端末の呼び出しを可能に

コールバックへの変更に伴う指令台対応について 第32回委員会 資料32-2 （NTT提出資料）抜粋
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■現在、自治体等からの無電柱化要請等があった場合は、光ケーブルに
加えて、加入電話のためにメタルケーブルを二重に敷設
⇒光ケーブルや無線による「音声通話」の提供を可能にしていただきたい

【多様なアクセス手段による「音声通話」の提供】

「固定電話」の提供に係る新規投資を抑制し、できる限り効率的に「音声通話」を
提供していく観点から、今後、無電柱化エリアやルーラルエリアにおいてメタルケー
ブル等を再敷設することが非効率となる場合は、アクセス回線として光ケーブルや
無線を含めた様々な選択肢から最適な方法を選択できるようにしていただきたい。

メタルケーブル
光ケーブル

無電柱化エリア ルーラルエリア

メタル・光ケーブル
共に地中化

■人口減により居住者が不在または極めて少数となったエリアにおいて、
老朽化等に伴う設備更改時に、無線等のより低廉な代替手段がある
にも関わらず、メタルケーブルを構築
⇒無線による「音声通話」の提供を可能にしていただきたい

ケーブル
埋設

×

老朽化
⇒張替

×

光ケーブル
のみ地中化

無線による提供
メタルケーブル
による提供

モバイル事業者
基地局

光ケーブルや無線
による提供

モバイル事業者
基地局

衛星

第33回委員会 資料33-1 （NTT提出資料）抜粋
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現在、震災復興エリアや新興住宅地等に限定し、メタルケーブルで電話サービス
を提供する場合と比べて、光ケーブルで提供した方が投資抑制の効果が見込ま
れる場合には、光ケーブルのみを敷設し、従来の「加入電話」に替えて「加入電話
相当の光ＩＰ電話（光回線電話）」を提供中

上記に加えて、メタルケーブル既設エリアにおいても、無電柱化エリアや設備更改
を迎えるルーラルエリアについては、「加入電話相当の光ＩＰ電話（光回線電
話）」により提供（サービス切替えに伴うお客様対応と宅内工事が必要）

光ケーブル
メタルケーブル

ＮＴＴ東西ビル

既設エリア
新興住宅地

震災復興エリア
ＮＴＴ東西ビル

既設エリア

震災復興エリア

新興住宅地

第33回委員会 資料33-1 （NTT提出資料）抜粋
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①ＰＨＳ技術を活用して提供 主に法人ビル等

NTT東西
固定網

（IP電話）

ＮＴＴ東西ビル

自営設備の構内ＰＨＳが０ＡＢ-Ｊ電話に
既に利用されており、ひかり電話と概ね同等 半径100m（見通し）程度

光ケーブル

ＬＴＥ

ＳＩＭ内蔵アダプタ＋電話機

ＳＩＭ内蔵電話機

主に一般住宅等

ＳＩＭカードＳＩＭカード

ＮＴＴ東西ビル

エ
ッ
ジ
ル
ー
タ

Ｈ
Ｇ
Ｗ
等

Ｈ
Ｇ
Ｗ
等

実証実験では０ＡＢ-Ｊ品質（End-
End遅延〔150ms〕）を概ね満足

モバイル網
（データ通信）

②モバイル網（データ通信）を活用して提供

ＰＨＳアンテナ

ＰＢＸ/ビジネスホン
（ＰＨＳ収容）

（フロア内）

ＳＩＭ内蔵
アダプタ

ＳＩＭ内蔵
アダプタ

エ
ッ
ジ
ル
ー
タ

※山間部等の移動体無線不感エリアについては衛星を用いた提供も検討

NTT東西
固定網

（IP電話）

ＰＨＳ対応電話機

第33回委員会 資料33-1 （NTT提出資料）抜粋
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 「繋ぐ機能POIビル」内の設備構成については、「PSTNマイグレーションに係る事業者間意識合わせの場」事務局より、第25回電
話網移行円滑化委員会（平成29年1月12日）に、参考資料25-1の「繋ぐ機能に関する事業者間協議の状況（繋ぐ機能
POIビル内の設備関連）」で報告したとおり、「『共用L2スイッチ』を介した接続」と「『共用L2スイッチ』を介さない（パッチパネルを
介した）接続」が併存する接続構成になる、とされているところです。

 その後、一次答申においては、「「電話を繋ぐ機能」に関し、（中略）「繋ぐ機能POIビル」内に設置される通信設備の責任主体
のありよう等については、引き続き事業者間協議が進められている」と言及されたところですが、当該事業者間協議において、複数
事業者から、「NTT東西において継続・安定的に設置・運用・提供してほしい」という要望が寄せられた一方、NTT東西からは、
「共用L2スイッチをNTT東西が建設／保守受託又は提供する場合、当該共用L2スイッチの費用について、要望事業者が事
後的に利用を取り止めた場合にNTT東西が未回収リスクを負うことがないよう、当該要望事業者に全額ご負担いただく」という
考えが示され、双方の意向を汲んだ解決策を見出すべく、事業者間調整を進めてきました。

 当該調整の結果を踏まえ、この度、NTT東西と地域系事業者6社（東北インテリジェント通信、中部テレコミュニケーション、
ケイ・オプティコム、エネルギア・コミュニケーションズ、STＮet、九州通信ネットワーク）より、第45回事業者間意識合わせの場
（平成29年5月16日）に対し、以下の8社共同提案が行われ、同意識合わせの場において、事業者間協議を行いました。

 その結果、今後、更に詳細検討していく必要はあるものの（例：機器選定・技術条件や保守・運用方法の整理、料金その他の条
件、品質維持等の責任範囲、コンソーシアムへの新規参入と撤退が生じた場合の一括前払い費用の精算方法等）、8社共同提
案を前提に具体的検討を進めることで、事業者の意見が一致したところです。

繋ぐ機能POIビルに設置する共用L2スイッチの提供方法等に係る
事業者間協議状況について

≪8社共同提案の内容≫
①共用L2スイッチの利用を要望する事業者がコンソーシアムを形成し、その建設委託費※を全額負担し、NTT東西にIRU契約（借主も長期間契約を

破棄しない旨を規定）によって貸し出した上で、当該設備を借り受けたNTT東西が長期に亘り安定的に共用L2スイッチに係る役務等を提供。
※自前設置する場合あり

②コンソーシアムを形成する事業者が、共用L2スイッチに係る役務等の利用の対価として、共用L2スイッチ使用料および保守・運用費用等を負担。
③共用L2スイッチに限った特別な接続料精算ルールを設けるのではなく、当該POIビルまでの伝送路に係る費用の接続料精算と同様、当該共用L2ス

イッチに係る費用については、「接続料原価に含めることを採り得ることを前提に、二者間で真摯かつ丁寧に事業者協議を行っていく」ことによって対処。

第31回委員会 資料31-1 （NTT提出資料）抜粋



 共用L2スイッチの利用を要望する事業者がコンソーシアムを形成し、その建設委託費を全額負担し、NTT東西にIRU契約（借主も長期間契約を破棄
しない旨を規定）によって貸し出した上で、当該設備を借り受けたNTT東西が長期に亘り安定的に共用L2スイッチに係る役務等を提供。

 コンソーシアムを形成する事業者が、共用L2スイッチに係る役務等の利用の対価として、共用L2スイッチ使用料および保守・運用費用等を負担。
 機器選定・技術条件や保守・運用方法の整理等、共用L2スイッチの提供・使用にあたって必要となる取り決めについては、コンソーシアム形成事業者と

NTT東西の間で事前協議して決定。

コンソーシアム形成事業者
（要望事業者）

NTT東日本
NTT西日本

共用L2スイッチの利用を要望する
事業者でコンソーシアムを形成

共用L2スイッチの資産保有者 共用L2スイッチの提供事業者

※コンソーシアム形成事業者が、当該共用L2スイッチ
を介して他事業者（コンソーシアム形成事業者以外
の事業者を含む）と接続する場合、共用L2スイッチ
に係る負担分を自社コストとして扱い、当該他事業
者に対して網使用料として負担を求めることを得る。

（その際、コンソーシアム形成事業者以外の事業者
における個別スイッチ等については共用L2スイッチと
網使用料の精算等において対等に取り扱う。）

IRU方式による共用L2スイッチ提供利用スキームについて、以下のとおり提案いたします。
IRU方式による共用L2スイッチ提供スキームについて

平 成 2 9 年 5 月 1 6 日
N T T 東 日 本
N T T 西 日 本
東 北 イ ン テ リ ジ ェ ン ト 通 信
中 部 テ レ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
ケ イ ・ オ プ テ ィ コ ム
エ ネ ル ギ ア ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ズ
S T Ｎ e t
九 州 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク

①‘建設委託費:全額一括前払い

①-1 共用L2スイッチを建設委託
（自前設置の場合あり）

①-2 共用L2スイッチを構築・納品

②’IRU使用料（償却費相当）

②共用L2スイッチ貸出し（IRU方式）

③’共用L2スイッチ使用料※

※②’IRU使用料相当＋保守・運用費用等

（全額コンソーシアムが負担）

③共用L2スイッチ提供
（共用L2スイッチの保守・運用・スペース等提供も含む）

【凡例】 委託・貸出し・役務
提供等の流れ

費用支払いの流れ
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62「INSネット ディジタル通信モード」の提供終了
「INSネット ディジタル通信モード」の提供終了時期を、従来公表の2020年度後半から、2024年
初頭に後ろ倒し。
「INSネット ディジタル通信モード」の提供終了時期までにISDN対応端末の更改が間に合わないお
客様への当面の対応策として、「メタルIP電話上のデータ通信」（補完策）を提供。

INSネット メタルIP電話
（INSネット相当）

通話モード

ディジタル通信モード

音声通話

データ通信（補完策）

「INSネット ディジタル通信モード」
提供終了時期

2024年初頭※

※従来お知らせしていた「2020年度後半の終了予定」から後ろ倒し

「INSネット ディジタル通信モード」
提供終了後の当面の対応策 「メタルIP電話上のデータ通信」（補完策）を2024年初頭に提供

お客様対応
・ お客様お問合せ窓口を設置
・ 移行スケジュールが確定次第、全てのINSネットのお客様にお知らせ予定
・ 補完策の検証環境を引き続き提供し、主な利用用途について検証結果を公表

現状 IP網への移行後

第5回利用者保護WG 資料利5-1 （NTT提出資料）抜粋



63第5回利用者保護WG 資料利5-1 （NTT提出資料）抜粋

ひかり電話
(データコネクト)

IP網IP網
（モバイル事業者）

メタル収容装置

変換装置

既存
ISDN対応端末

既存
ISDN対応端末

INS-IP
変換アダプタ

メタル

光光無線

IP-VPN等

回線

端末

無線 光 メタル
INS-IP

変換アダプタ増設 端末更改(IP対応) INS-IP変換アダプタ増設 既存機器利用

凡例 新規導入が必要な機器

IP対応端末 既存
ISDN対応端末

光

INS-IP
変換アダプタ

IP対応端末 既存
ISDN対応端末

INS-IP
変換アダプタ

メタルIP電話
（データ通信）

INSネットディジタル通信モードの代替案

IP-VPN等

光

IP対応端末

IP-VPN等

ひかり電話
(データコネクト)

ISDN対応端末等のライフサイクルに合わせたオールIP化（IP対応端末への更改及び光回線等に
よるIPサービスへの移行）を提案。
具体的には、NTT東西の光回線による代替案のほか、無線によるソリューションを紹介。
［21頁以降に主な事例を掲載］
光未提供エリアのお客様やディジタル通信モード終了時期までの端末更改が困難なお客様に、当面
の対応策（補完策）として、メタルIP電話（データ通信）を提供。
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【MVNO・SIerが最近公表した無線ソリューションサービス】

INSネットディジタル通信モードから無線への代替を実現する具体的なソリューションについて、複数
のMNO・MVNO・SIerから公表される等、無線を用いた代替案の事例が増えてきている。
当社としては、引き続きMNO・MVNO・SIer等による代替例を収集し、お客様のご要望に応じて
無線を用いた代替案を紹介するとともに、その機器設定や問合せ対応等も行うことにより、代替案
への移行を支援していく考え。

【MNO・MVNOによる無線ソリューション事例】
提供事業者 ソリューション事例

MNO 高速・大容量化を目的としてエレベータ監視用回線をISDN回線からMNO回線へ移行

MVNO コスト削減を目的としてお客様宅内システムの遠隔保守回線をISDN回線からMVNO回線へ移行

MVNO データ量増大に伴う回線増速を目的として小売事業者のPOSレジシステムのバックアップ回線をISDN回線からMVNO回線へ移行

会社名 公表時期 ソリューションサービス概要

パナソニック株式会社 2016年9月
INSネットを用いた現行システムを、MVNO回線を活用したIPネットワークシステムにマイグレーションできるサービス
既存端末のまま移行が可能
MVNO回線により、INSネット利用時に比べて回線費用を約3分の1に削減可能

日本通信株式会社 2016年9月
モバイルDSUにより既存端末のシリアルインタフェース（RS232等）を通じた通信を可能とするサービス（「モバイル
ISDN」）
MVNO回線等により、INSネット利用時に比べて回線費用を半額程度に削減可能

大興電子通信
株式会社 2017年4月

MVNO回線を活用し、モバイルでありながらセキュアな通信を可能とするサービス
複数キャリア回線を利用して異常時に切替が可能

※ 出典：各社報道発表資料、ホームページ等

第5回利用者保護WG 資料利5-1 （NTT提出資料）抜粋
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業界団体等
端末メーカ
SIer等

ALSOK
[警備]
12月下旬

東芝テック[POS] 

富士通[POS] 

■ISDN専用端末
の有無を調査中
（0社）

三菱電機
[用途全般]

日本電気
[企業内WAN等]

沖電気工業
[PBX保守等]
6月以降で調整中

日立製作所

■検証する
ISDN専用
端末無し（2社）

シャープ
[POS/G4FAX]

富士ゼロックス
[G4FAX]

パナソニックシステムネット
ワークス[CAT] 

日本カードネットワーク
[CAT(ｾﾝﾀ～ｾﾝﾀ)]
1月下旬

日本制禦機器
[TV電話]
10月上旬

民放連
[ラジオ]
9月中～2月

D社
[分野F]
6月以降で調整中

F社
[分野E]
1月中旬

D社 ①
[分野D]
11月中旬

日本IBMソリューションサービス
[企業内WAN等]
11月下旬

B社
[分野B]
10月下旬

E社
[分野E]
11月下旬

JEITA（三菱電機インフォ
メーションネットワーク）
[EDI]
1月中～下旬

ネオアクシス
[EDI]
1月下旬

C社
[分野C]
12月中旬

日本カードネットワーク
[CAT(ｴﾝﾄﾞ端末~ｾﾝﾀ)]12
月下旬

アレクソン
[企業内WAN等]
12月中旬

JISA (９社合同)
[EDI]
12月上旬・1月下旬

J社
[分野H]
3月下旬

インターコム
[EDI]
1月中旬

富士通
[ATM]

富士通
[企業内WAN等]
2月下旬

NECプラットフォームズ
[POS]
1月中旬

■当面検証予定無し(4社)

D社 ②
[分野D]
2月下旬

G社
[分野G]
2月上旬

全国銀行協会
[EB/FB] 
11月中旬

日本クレジット協会
[CAT] 

全国中小企業団体中央
会
[POS/CAT/警備/EDI等] 

■加盟企業・関連SIerに
て検証実施の為、団体と
しては実施しない（3団
体）

団体B
[分野F]

K社
[分野F]
3月下旬

M社
[分野I]
4月下旬

JISA(セイコーソリュー
ションズ)
[EDI]
11月上旬

キヤノンマーケティング
ジャパン
[G4FAX]
1月中旬

JEITA(日立製作所(日
立ソリューションズ))
[EDI] 
11月上旬

アライドテレシス
[企業内WAN等]
10月中旬

リコージャパン
[G4FAX]
10月中旬

ヤマハ
[企業内WAN等]
1月中旬

当社
[TA/ﾀﾞｲﾔﾙｱｯﾌﾟﾙｰﾀ
（3機種)] 
[ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾙｰﾀ
（5機種)] 
[TV電話（2機種）]
[G4FAX]
9月中旬～10月中旬

■検証環境確認後2017
年度対応予定

２社 3団体+6社 3社 1社 3団体+15社 4団体+11社

NTTデータ カスタマサービス
[EDI]
6月以降で調整中 更新

更新

キヤノンITソリューション
ズ
[EDI]
12月下旬 更新

L社
[分野B]
5月下旬予定

メタテクノ
[G4FAX]
5月上旬

シスコシステムズ
[企業内WAN等]
5月上旬

更新

更新

更新

N社
[分野J]
4月下旬 更新

更新

更新

更新

更新

更新

更新

更新

団体A (H社)
[分野G]
3月中旬 更新

団体A (I社)
[分野G]
3月中旬 更新

更新

①ご案内
・検証環境の
ご紹介/ご案内

ステータス
②詳細説明
・検証の詳細説明
・社内検討中

③日程調整
・検証日程の調整
・端末の手配等

④検証実施 ⑥結果公表⑤結果確認
・利用者による検証結果の確認

凡例
業界団体等
端末メーカ
SIer等

業界団体・企業名
[利用用途等]
検証時期

：2017.3.15時点のステータス
(次頁)から進んだ団体等

更新

補完策の検証環境の利用状況（2017.5.16時点）
これまで「メタルIP電話上のデータ通信」（補完策）に関する検証を実施し、INSネットディジタル
通信モードと全く同一の品質とはならない＊ものの、端末間のデータ送受信が可能であることが確
認できたことから、当面の対応策として「メタルIP電話上のデータ通信」の提供を決定。
＊ データ送信のたびに受信確認の応答が行われるような特定のアプリケーションによっては、処理時間が増加する場合がある。
今後も引き続き検証を行い、結果を公表していく考え。
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関係
団体等

終了時期（2020年度後半から2024年初
頭に後ろ倒し）に対する受け止め

代替案・補完策に関するＮＴＴとの
調整における現在の課題点等

業界内の動き・団体における
取組状況

情報
サービス産
業協会
(JISA)

2024年初頭への後ろ倒しを歓迎。企業
の投資サイクルに合わせた代替手段(イ
ンターネットＥＤＩ等)への円滑な移行に資
する。

正式公表の際には、補完策の位置付
け・課題(データ遅延等)・終了時期も公
表すべき。

データコネクト・無線等の代替案は、汎
用性の観点からＥＤＩには適さない。

補完策について、移行方式、障害発生
時の対応、ＮＴＴ以外の事業者による補
完策提供の有無等の情報が不明であり、
明らかにされる必要。

本年８月～９月にかけて、ＪＩＳＡ会員企
業とその顧客を対象にセミナーを開催
予定。

同セミナーでは、ＪＩＳＡとしてのガイドラ
イン（事前準備・移行方法・推奨対応策
等）に関する考え方を説明する予定。

全国銀行協
会

2024年初頭とする考えをこのタイミング
で公表したことについて前向きに受け止
め。

移行時期が確定すれば、顧客対応も見
据えながら具体的な検討に着手。

現時点において、代替案・補完策に関
するＮＴＴとの調整事項なし。

本年３月、会員銀行等に対し、補完策
は「伝送効率の低下、回線の切替問題、
機器の相性問題」等の決済を遅延させ
るリスクがあるため、極力代替手段への
移行等の検討を促す注意喚起を実施。

５月１６日、「広域ＩＰ網を対象とした新た
な全銀協標準通信プロトコル」を公表。

電子情報技
術産業協会
(JEITA)

各企業のIP網への移行対応期間が十
分に確保されるため、2024年初頭への
後ろ倒しは歓迎。

なお、企業によっては、将来廃止予定
機器を2024年初頭まで維持するための
追加投資が必要になったり、対応する通
信機器の入手が困難となったりする場
合があり、留意する必要。

補完策の遅延を予測するため、IP変換
による遅延数値の公表が必要。

ＩＰ網切替による影響を把握するため、
ＮＴＴや他事業者による地域ごとのＩＰ化
対応状況や切替時期の公開が必要。

サービス終了に伴い必要となる対応や
推奨ネットワーク及び通信プロトコルの
導入方法等を示すガイドラインを作成中。
二次答申に合わせて公表し、セミナー等
で周知予定。

全銀協、JISAと定期的に意見交換を実
施。

ＩＮＳネット(ディジタル通信モード)関係 関係団体からの意見概要 （１／２）

※この他、ＪＩＳＡ、全国銀行協会、ＪＥＩＴＡからは、音声通信を用いたデータの送受信に関する意見・要望（例:検証環境の構築、十分な検証の実施、早期
の検証結果の報告、遅延数値等の情報開示など）が寄せられている。

第33回委員会 資料33-7 （利用者保護ＷＧ報告資料）抜粋
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関係
団体等

終了時期（2020年度後半から2024年

初頭に後ろ倒し）に対する受け止め
代替案・補完策に関するＮＴＴとの

調整における現在の課題点等
業界内の動き・団体における

取組状況

日本
クレジット
協会

2024年初頭になったことは、対応期間
が取れることから評価。

共同利用決済端末の決済ネットワーク
事業者とＮＴＴで調整中。現時点で課題
の報告なし。

日本クレジットカード協会と連携し、ＮＴ
Ｔを含めた３者で、周知等について協議
する場を設置。第１回目を５月１日に開
催。

日本民間放
送連盟
(民放ラジ
オ)

移行までのリードタイムに不安があった
ため、後ろ倒しについては歓迎。

補完策に安住することなく、代替案につ
いて引き続き検討。

補完策の遅延・レスポンスについては、
引き続きＮＴＴと検証が必要。

代替案については、光が敷設困難な場
所への対応や光サービスにおける臨時
回線への対応などを初めとして、技術・
サービスの両面について課題があるた
め、改善が図られる必要。

民放連の会議、各系列系ネットワーク
の会議等での情報公開、意見交換を実
施。

全国警備業
協会

利用者に配慮された結果と受け止めて
おり、支持。

補完策の長期間提供と、終了時期の早
期公表することを要望。

補完策について、現在の検証では遅延
はあるが運用上支障なし。実運用後に
おける検証と同等以上の性能や信頼性
の確保を要望。

実運用の前（稼働の１年程度前）に、実
環境での事前検証を要望。

補完策の提供が永久ではないため、ＩＮ
Ｓネットを使用しないシステムへの切替
えを検討。

ＩＰ化に対応した復旧対応、停電時給電
を目的としたＯＮＵの仕様開示等につい
てＮＴＴと協議していきたい。

全国中小企
業団体中央
会

中小企業全般に周知するには時間が
かかる。2024年初頭とされている終了
時期までに、遺漏なく周知が図られる
よう望む。

 ＮＴＴの周知・広報活動への協力体制
の構築について今後検討する必要。

 ＮＴＴの周知・広報活動の進捗状況に
合わせて、全国中央会の広報ツール
（研修やＷｅｂ・機関誌等）の活用方法
を検討していきたい。

ＩＮＳネット(ディジタル通信モード)関係 関係団体からの意見概要 （２／２）

第33回委員会 資料33-7 （利用者保護ＷＧ報告資料）抜粋
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○ 第２８回委員会（2017.4.6）においてＮＴＴが示した「ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）」の終了時期に係る考え方（従来表明していた
２０２０年度後半から２０２４年初頭に後ろ倒し）については、全出席団体から肯定的な意見が示された。

○ ＮＴＴにおいては、ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）の終了に伴う対応について、一次答申で示された留意点（→次ページ参照）に加え、

更に以下の点に留意して、引き続き調整を進めることが必要である。

（１） 代替案への移行促進に向けた対応

・ 関係者からの意見・要望を踏まえ、代替サービス（他事業者の提供サービスを含む。）への移行促進に向けた協力を継続的に実施すること。

（２） 補完策に係る一層の情報開示

・ 補完策の検証を通じて確認されたデータについては、関係者の調整を経た上で、可能な限り詳細かつ早期に公表すること。

・ 補完策への移行に伴う設備切替の方法・手順や切替期間における障害発生時の対応について、可能な限り早期に公表すること。

（３） 他事業者との一層の連携

・ 他事業者との連携や十分な協議を行い、ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）の終了に伴う他事業者及びそのサービス利用者への影響の
有無を確認し、影響が有る場合には、その発生時期と内容について、可能な限り早期に整理・周知を図ること。

（４） サービス移行前における事前検証の実施

・ 現在実施されている検証の結果と同等の性能や信頼性を実運用後も十分に確保する観点から、サービス移行前において、希望する
関係者が、可能な限り実環境に近い環境下で検証を行うことができるよう検討・調整を進めること。

※この他、今後具体的対応を進める過程で、当初想定していなかった意見・要望が利用者から示された場合にも、丁寧に対応することが求められる。

○ ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）そのものの課題ではないが、これと同様の用途での利用が認められる音声通信を用いたデータの送受
信に関して、ＮＴＴにおいては、検証環境の構築・提供、検証結果に係る情報開示などについて、関係者の要望・意見を踏まえつつ、可能な
限り早期に対応していくことが求められる。

第５回利用者保護ＷＧ（2017.5.17）における検討を通じて確認された事項

１．「ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）の終了時期に係る出席団体の受け止め

２．ＮＴＴが「ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）終了に伴い更に留意すべき点

３．その他
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（万契約）

現在（９社）： ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴコミュニケーションズ、楽天コミュニケーションズ（2015年11月までフュージョン・コミュニケーションズ） 、 九州通
信ネットワーク、ＫＤＤＩ、ＮＴＴぷらら、ソフトバンク、アルテリア・ネットワークス

（参考） 2001年度末時点（14社）： ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴコミュニケーションズ、フュージョン・コミュニケーションズ、九州通信ネットワーク、ＫＤＤＩ、日本テレコム、東
京通信ネットワーク、イクアント、ケーブル・アンド・ワイヤレスＩＤＣ、ドイツテレコム・ジャパン、 ＭＣＩワールド・コム・ジャパン、平成電電、メディア

○参加事業者

○ マイラインの登録総数は、ピーク時（2003年度）の1億7,303万件に比べて、約61％減の6,698万件。

○ 各通話区分で見ると、ピーク時は、約3,700万件～約4,700万件であったが、約1,500万件～約1,8００万件に半減。
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約６．２％（約４４４万区分）の減少



70マイライン事業者と登録状況（2017年3月末）

市内通話 同一県内の市外通話 県外への通話 国際通話

ＮＴＴコミュニケーションズ 559万 （605万） 577万 （625万） 1,366万（1,452万） 1,251万（1,329万）

ＮＴＴ東日本 497万 （523万） 468万 （492万） ｰ ｰ

ＮＴＴ西日本 503万 （530万） 476万 （500万） ｰ ｰ

ＫＤＤＩ 111万 （119万） 133万 （142万） 147万 （158万） 158万 （170万）

ソフトバンク 59万 （64万） 75万 （82万） 81万 （88万） 84万 （91万）

ＮＴＴぷらら ｰ 0万 （0万） 0.2万 （0.2万） 0.2万 （0.2万）

楽天コミュニケーションズ 27万 （30万） 31万 （35万） 35万 （40万） 31万 （35万）

九州通信ネットワーク 9万 （10万） 9万 （10万） 9万 （10万） ｰ

アルテリア・ネットワークス 1万 （1万） 1万 （1万） 1万 （1万） 1万 （1万）

合計 1,765万（1,882万） 1,769万（1,886万） 1,639万（1,748万） 1,525万（1,626万）

未登録の利用者 330万 （345万） 326万 （341万） 456万 （479万） 570万 （601万）

総合計 2,095万（2,227万） 2,095万（2,227万） 2,095万（2,227万） 2,095万（2,227万）

○ 現在のマイライン事業者数は９社。そのうち、マイラインの登録数は、ＮＴＴコミュニケーションズが、市内通話・市外通話の

約３分の１、県外通話・国際通話の８０％超を占める。

○ なお、加入電話契約の際にマイライン未登録の利用者については、ＮＴＴ東日本・西日本の加入電話契約約款の規定に基づき、
市内・市外通話はＮＴＴ東日本・西日本、県外通話はＮＴＴコミュニケーションズが提供者となる。

※ マイライン事業者協議会が公表している2017年３月末のマイライン登録状況集計をもとに作成。（ ）内は前年同期の登録数。



固定電話網のＩＰ網への
円滑な移行に向けて（まとめ）
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2017年秋 2021年1月 2024年1月 2025
年1月

メタルIP電話への
サービス移行(契約切替)

一斉実施

メタルＩＰ電話の料金等確定

契約切替等に係る周知開始

制度的
対応

【行政】

「固定電話」発通話の切替開始IP-IP 接続開始

工程① 工程② 工程③

サービス終了
時期の確定・公表
（ＩＮＳネットについては
特に早期に確定・公表）

サービス終了時期の

公表開始

二次答申とりまとめ後
可能な限り早期

遅くとも2022年1月
（早期化について要検討）

（参考）
設備移行
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

・メタルＩＰ電話の料金等の検討
・メタルＩＰ電話への契約切替方法の検討
・代替手段（例:ﾏｲﾗｲﾝの代替として

の通話ｻｰﾋﾞｽ卸）の事業者間調整 等

移行等に係る取組を

予め行政が確認・整理・

公表するルールの導入

移行に係る利用者への周知実施
(メタルＩＰ電話や通話サービス卸に
係る料金・提供条件、契約切替方法等)

行政による

確認・

整理・公表

関係者との調整

サービスの
移行等に
伴う対応

【事業者】

ＩＰ網への移行に便乗した悪徳勧誘販売等による消費者被害防止のための注意喚起の実施

通話ｻｰﾋﾞｽ卸の料金
提供条件の整理 等

ＩＰ網移行に係る周知やサービス終了に伴う代替サービスの提案・提供等の取組

利用者等からの多様な相談・問い合わせへの対応（窓口体制の整備等） 契約切替え等に係る相談・問い合わせも含めて対応可能に

INSネット（ディジタル通信モード）の終了に関し、答申に示された留意点に基づく対応）

・周知に向けた
準備

・具体的な周知
内容・方法の
確定作業

サービス移行に係る工程・スケジュール



IP－IP接続での発着信に必要となる番号管理
（ENUM方式に対応した番号解決等）のシステム改修・実装

全事業者のENUM方式
導入・IP-IP接続完了
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「固定電話」発通話の切替開始IP-IP接続開始

工程① 工程② 工程③

二
次
答
申
と
り
ま
と
め

2017年秋 2018年 2021年1月 2024年1月 2025年1月

IP-IP接続に対応した電気
通信番号の適正な管理・利用
のための制度整備

回線保留の代替機能（通報者との通話がつながりやすくなる
５機能）の実現に向けたシステム改修・実装

緊急通報に関する
新たな機能の導入

IP－IP接続に関する
技術基準の整備

緊急通報

番号管理

電話を
繋ぐ機能

（IP-IP接続）

繋ぐ機能POIビル
環境の構築L２スイッチを含む

設備構成・技術仕様
の整理・明確化

NTT東西の加入者交換機を
IP網(NGN)に接続

NTT東西のメタルIP
電話と他事業者との
IP－IP接続

NTT東西の光IP電話と他事業者間、他事業者間のIP－IP接続

他事業者発・
NTT東西の「固定電話」着
のIP－IP接続

2023年1月

双方向番号
ポータビリティ
の導入

IP網への移行の段階を踏まえた
接続制度の整備

開発・検証

開発・検証

緊急通報に関する技術基準等の整備

技術仕様の整理・
標準化等

開発・検証
技術仕様の整理

制度的
対応

制度的
対応

制度的
対応

番号管理の適正化

設備移行に係る工程・スケジュール



その他
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75IP網移行後の公衆電話の提供条件（案）
IP網移行後の公衆電話は、メタルIP電話と同様の設備構成で提供。
(公衆電話機・メタルケーブルはそのまま利用し、メタル収容装置に収容)
公衆電話通話料は、現在検討中。（県内通話・県間通話については、全国一律料金とする考え）
携帯電話への通話の課金に用いている事業者毎料金設定機能は廃止する考え。
（一次答申を踏まえ、今後、発側[NTT東西]料金設定とする方向で関係事業者と協議していく考え）
なお、災害時の早期通信手段確保のために災害時用公衆電話（特設公衆電話）の事前配備を進めており、IP網移行
後はメタルIP電話により提供していく。

IP網移行後現状
通話料

検討中

携帯電話への通話 携帯電話事業者毎の料金
（携帯電話事業者が設定）

発側（NTT東西）料金設定とする方向で
関係事業者と今後協議

距離段階 通話料※

県内通話

区域内 57.5秒 ＜40円＞

隣接・～20kmまで 40.5秒 ＜50円＞

20kmを超え30kmまで 27秒 ＜70円＞

30kmを超え40kmまで 22秒 ＜90円＞

40kmを超え60kmまで 16.5秒 ＜110円＞

60kmを超え80kmまで 12秒 ＜150円＞

80kmを超え100kmまで 10.5秒 ＜180円＞

100kmを超え160kmまで 8.5秒 ＜220円＞

160km超え 8秒 ＜230円＞

県間通話 距離段階別料金
（NTTコミュニケーショズが設定）

※ 10円あたりの通話時間（昼間の場合）。 < >内は3分間通話した場合の料金。

国際通話 国際電話事業者毎の対地別料金
（国際電話事業者が設定）

県内・県間については、
全国一律料金とする考え

2 0 1 7 年 6 月 7 日
N T T
N T T 東 日 本
N T T 西 日 本

第33回委員会 資料33-8 （NTT提出資料）抜粋



情報通信審議会における検討経緯
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情報通信審議会における検討体制

電話網移行円滑化委員会
主査 山内 弘隆 一橋大学大学院 商学研究科 教授

主査代理 相田 仁 東京大学大学院 工学系研究科 教授

委員 岡田 羊祐 一橋大学大学院 経済学研究科 教授 （H29.1.6～）

委員 井手 秀樹 慶應義塾大学 名誉教授 （～H29.1.5）

専門委員 池田 千鶴 神戸大学大学院 法学研究科 教授

〃 石井 夏生利 筑波大学大学院 図書館情報メディア研究科 准教授

〃 内田 真人 早稲田大学 基幹理工学部 情報理工学科 教授

〃 大谷 和子 日本総合研究所 法務部長

〃 北 俊一 野村総合研究所 ＩＣＴ・メディア産業コンサルティング部 上席コンサルタント

〃 酒井 善則 東京工業大学 名誉教授 ・ 津田塾大学 客員教授

〃 関口 博正 神奈川大学 経営学部 教授

〃 長田 三紀 全国地域婦人団体連絡協議会 事務局長

〃 三友 仁志 早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科 教授

情報通信審議会

電話を繋ぐ機能等WG

主査 相田 仁 東京大学大学院 工学系研究科 教授

主査代理 池田 千鶴 神戸大学大学院 法学研究科 教授

内田 真人 早稲田大学 基幹理工学部 情報理工学科 教授

利用者保護WG

主査 酒井 善則 東京工業大学 名誉教授 ・ 津田塾大学 客員教授

主査代理 大谷 和子 日本総合研究所 法務部長

長田 三紀 全国地域婦人団体連絡協議会 事務局長
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電気通信事業政策部会
部会長 山内 弘隆 一橋大学大学院 商学研究科 教授

部会長代理 相田 仁 東京大学大学院 工学系研究科 教授

委員 石戸 奈々子 特定非営利活動法人ＣＡＮＶＡＳ 理事長・慶應義塾大学 准教授

〃 泉本 小夜子 公認会計士

〃 岡田 羊祐 一橋大学大学院 経済学研究科 教授 （H29.1.6～）

〃 井手 秀樹 慶應義塾大学 名誉教授 （～H29.1.5）

〃 熊谷 亮丸 株式会社大和総研 執行役員 調査本部副本部長 チーフエコノミスト

〃 谷川 史郎 株式会社野村総合研究所 理事長

〃 森川 博之 東京大学 先端科学技術研究センター 教授

（敬称略。主要現職は2017年4月1日現在。）



部会・委員会における検討経緯① （一次答申に向けた検討）
主な議題（検討事項）

第35回部会
（2016.2.25）

○固定電話網の円滑な移行の在り方（諮問）

第11回委員会
（2016.4.8）

○固定電話網の円滑な移行の在り方
－固定電話網の円滑な移行の在り方
－提案募集の概要及び結果
－ヒアリングの実施

第12回委員会
（2016.4.14）

○関係事業者・団体等ヒアリング①
（NTT・KDDI・SB）

第13回委員会
（2016.4.19）

○関係事業者・団体等ヒアリング②
（Kオプ・・STnet・TOHKnet・JCOM）

第14回委員会
（2016.4.26）

○関係事業者・団体等ヒアリング③
（楽天コム・フリービット・テレサ協・CIAJ・日本生協）

第15回委員会
（2016.5.13）

○関係事業者・団体等ヒアリング④
（JISA・全銀協・JEITA・日本カードネット・FM東京・ニッポン放送・ALSOK）

第16回委員会
（2016.6.15）

○固定電話網の円滑な移行に関する基本的考え方等
－固定電話網の円滑な移行に関する基本的考え方
－米国の動向
－電話を繋ぐ機能の在り方
－移行に伴い廃止するサービスに係る利用者対応
－今後の進め方

第17回委員会
（2016.7.28）

○公正な競争環境の確保
－通話料市場の競争（マイライン機能・中継選択機能）
－番号ポータビリティの扱い
－平成28年度以降の加入光ファイバに係る接続料の改定
－NGNにおける優先パケット識別機能及び優先パケットルーティング機能の
アンバンドル

第18回委員会
（2016.8.31）

○公正な競争環境の確保等
－競争環境整備の在り方（電話・FTTH）
－基本料市場（アクセス回線）の競争
－米国の動向に関する追加確認事項

第19回委員会
（2016.9.23）

○利用者保護（信頼性・品質等の確保）
－信頼性・品質の確保（技術基準）
－NTT東日本・西日本による信頼性向上の取組
－米国の動向（緊急通報確保命令）

主な議題（検討事項）

第20回委員会
（2016.10.14）

○ＮＴＴ東日本・西日本のアクセス回線・中継網等
－ユニバーサルサービスへの影響及びアクセス回線の範囲
－適正な料金水準の確保（利用者料金規制）
－無電柱化等に伴うメタルアクセス回線の撤去
－NGNの県間伝送路の役割

第21回委員会
（2016.11.4）

○公正な競争環境の確保等
－番号ポータビリティ
－番号ポータビリティに関する事業者間協議結果（NTT）
－マイライン機能の扱い等
－マイライン機能に関する事業者説明（NTT、KDDI、SB）
－固定電話発・携帯電話着の利用者料金設定事業者

第22回委員会
（2016.11.18）

○各ＷＧのとりまとめ結果
－「電話を繋ぐ機能等ＷＧ」とりまとめ
－「利用者保護ＷＧ」とりまとめ

第23回委員会
（2016.12.2）

○論点整理①
－基本的考え方
－「利用者対応」として求められる要素

第24回委員会
（2016.12.9）

○論点整理②
－「事業者対応」として求められる要素

第25回委員会
（2017.1.12）

○報告書骨子案

第2６回委員会
（2017.1.20）

○報告書案

第37回部会
（2017.1.24）

○電話網移行円滑化委員会報告書

第27回委員会
（2017.3.16）

○一次答申（案）に関するパブリックコメントの結果及び
提出意見に対する考え方（案）

第38回部会
（2017.3.28）

○「固定電話網の円滑な移行の在り方」一次答申とりま
とめ
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部会・委員会における検討経緯② （二次答申に向けた検討）

主な議題（検討事項）

第28回委員会
（2017.4.6）

○二次答申に向けた検討の進め方
○固定電話網のＩＰ網への移行工程・スケジュール等

－固定電話網の移行後のサービス及び移行スケジュール（NTT）
－ＰＳＴＮからＩＰ網への移行スケジュールに関する事業者間の検討状況

第29回委員会
（2017.4.21）

○緊急通報（回線保留機能等）
－緊急通報受理機関からの意見・要望（警察庁・総務省消防庁・海上保安庁）
－ＩＰ網移行後の緊急通報（NTT）

第30回委員会
（2017.4.28）

○電気通信番号の適正な利用の確保
－電気通信番号の適正な利用の確保

○固定電話網のＩＰ網への移行工程・スケジュール等
－移行工程・スケジュールに関する質問事項への回答①（NTT）

第31回委員会
（2017.5.19）

○電話を繋ぐ機能（繋ぐ機能ＰＯＩビル内の通信設備）
－繋ぐＰＯＩビルに設置する共用Ｌ２スイッチの提供方法等に係る事業者間協議状況

○双方向番号ポータビリティの円滑な導入
－「双方向番号ポータビリティ」の導入 及び 事業者間の検討状況（NTT）

第32回委員会
（2017.6.2）

○緊急通報（回線保留機能等）
－緊急通報（回線保留機能等） 及び 検討の視点
－ＩＰ網移行後の緊急通報についての追加説明（NTT）

○固定電話網のＩＰ網への移行工程・スケジュール等
－移行工程・スケジュールに関する質問事項への回答②（NTT）
－移行工程・スケジュールに関する整理・検討

第33回委員会
（2017.6.7）

○ユニバーサルサービス
－ユニバーサルサービス（NTT） 及び ユニバーサルサービスとしての固定電話に関する論点

○マイライン機能
－マイライン機能 及び 検討の視点
－ＩＰ網移行後のマイラインの扱いに関する検討状況（NTT、KDDI）

○利用者保護ＷＧにおける検討結果

第34回委員会
（2017.6.21）

○報告書案
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主な検討事項

第１回
（2016.7.14）

- ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）の終了に伴う対応について、
検討項目ごとの「視点・論点」の整理

第２回
（2016.8.26）

- 上記「視点・論点」に対するＮＴＴの考え方を踏まえた委員間
議論、「更なる視点・論点」の整理

- 出席団体・企業とＮＴＴとの調整状況等について、各団体・企
業から意見聴取

第３回
（2016.10.6）

- 上記「更なる視点・論点」に対するNTTの考え方を踏まえた委
員間議論

- ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）の終了に対する考え方等に
ついて、各団体・企業から意見聴取

第４回
（2016.10.25）

- ｢留意点｣及び｢ルールの在り方｣について委員間議論

- 電話網移行円滑化委員会への報告に向けたＷＧとりまとめ

第５回
（2017.5.17）

- 一次答申における｢留意点｣を踏まえたＮＴＴの取組状況の報告

- ＮＴＴとの調整状況等について各利用団体から意見聴取

- ＮＴＴからの報告及び各利用団体からの意見聴取を踏まえた
委員間議論

主な検討事項

第１回
（2016.7.19）

- 「電話を繋ぐ機能」に関するコスト試算及び信頼性の確
保について委員間議論

第２回
（2016.9.9）

- 「電話を繋ぐ機能」に関する実現方式及びコスト負担の
在り方等について委員間議論

- 「電話を繋ぐ機能」に関する費用負担に係る事業者間
協議結果についてＮＴＴから報告

第３回
（2016.9.27）

- 「電話を繋ぐ機能」に関する考え方（役割/担い手/コス
ト負担）等について委員間議論

第４回
（2016.10.18）

- 「電話を繋ぐ機能」に関する考え方（役割/担い手/コス
ト負担）等について委員間議論

- 「電話を繋ぐ機能」に関するＰＯＩビル内設備等に係る事
業者間協議結果についてＮＴＴから報告

第5回
（2016.11.10）

- 電話網移行円滑化委員会への報告に向けたＷＧとりま
とめ

各ＷＧにおける検討経緯

目的

開催実績

電話を繋ぐ機能等WG

ＩＰ網への移行に伴い、ＰＳＴＮにおいてＮＴＴ東日本・西日本が
提供している「ハブ機能」が、交換機の維持限界により提供され
なくなるため、ＩＰ網における新たな「電話を繋ぐ機能」の在り方等
を検討する。

目的

開催実績

固定電話網のＩＰ網への移行に伴うサービスの廃止・変更の影
響を調査し、利用者保護の観点から、移行を円滑に進めるための
対応を検討する。

利用者保護WG
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（２０１７年）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

▲
・
二
次
答
申
案

３月

電
気
通
信
事
業

政
策
部
会

電
話
網
移
行
円
滑
化

委
員
会

パ
ブ
コ
メ

各
Ｗ
Ｇ

・
移
行
工
程
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
①

▲
・
検
討
の
進
め
方

一
次
答
申
（
３
月
28
日
と
り
ま
と
め
）

二次答申に向けた検討経緯・スケジュール

▲
・
緊
急
通
報
①

4/6 4/21 4/28

・
移
行
工
程
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
②

▲
・
電
気
通
信
番
号
の
適
正
利
用

▲
5/19 6/2 6/7

▲ ▲ ▲
・
報
告
書
案

5/17▲
利用者保護ＷＧ
(ＩＮＳネット)

【検討項目1】 固定電話網のIP網への移行工程・スケジュール等【4/6,4/28,6/2】

【検討項目2】 一次答申を踏まえた個別課題（フォローアップ課題）

○ 緊急通報における回線保留機能等の扱い【4/21,6/2】

○ 電気通信番号の適正な利用の確保【4/28】

○ 固定電話の双方向番号ポータビリティの円滑な導入【5/19】

◯ 繋ぐ機能ＰＯＩビル内の通信設備（Ｌ２スイッチ等）の扱い【5/19】

○ ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）の終了に伴う対応【5/17WG, 6/7】

○ マイライン機能の扱い【6/7】

○ ユニバーサルサービスに関する論点整理【6/7】

二
次
答
申
と
り
ま
と
め（
本
年
夏
～
秋
頃
）

に
向
け
た
検
討
・
審
議
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行
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Ｌ
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